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※ 調査時期：原則として、平成 20年 10月 1 日現在の状況について、平成 20 年 10 月 1

日から 10月 31日までの間に行った。 

  ※ 調査対象数：10,063事業所 

有効回答数： 7,324事業所 

有効回答率： 72.8% 

＜ ポイント ＞ 

 

１ 女性の育児休業取得率９割を上回る、男性の育児休業取得率は 1.23％  

女性の育児休業取得率は平成 19年度調査より 0.9％ポイント上昇し 90.6％、

男性の育児休業取得率は 0.33％ポイント低下し 1.23％  

 

２ 育児休業等の規定整備率が上昇  

育児休業制度、介護休業制度、子の看護休暇制度の規定があるとする事業所

の割合はそれぞれ 66.4％、61.7％、46.2％でいずれも平成 17年度調査（61.6％、

55.6％、33.8％）に比べ上昇 

 

３ 育児のための短時間勤務制度の導入率が上昇、利用可能期間も長期化 

育児のための短時間勤務制度を導入している事業所割合は 38.9％で、平成 17

年度調査（31.4％）に比べ 7.5％ポイント上昇 

利用可能期間を「小学校就学の始期に達するまで」以上とする事業所割合は

15.0％で、平成 17年度調査（9.0％）に比べ 6.0％ポイント上昇 

平成２１年８月１８日 

雇用均等・児童家庭局雇用均等政策課 

     課  長  吉 本 明 子 

課長補佐  園 部 昌 嗣 

電話 03(5253)1111 内線 7837、7834 

夜間 03(3595)3271 
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育児休業取得率は女性 90.6％、男性 1.23％で、平成 19年度調査に比べ女性は 0.9％ポイン

ト上昇したものの、男性については、0.33％ポイント低下し、男性の育児休業取得率は依然と

して低水準となっている（図Ⅰ、参照 11ページ）。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  育児休業制度の規定がある事業所の割合は 66.4％で平成 17年度調査（61.6％）に比べ 4.8％

ポイント上昇した。介護休業制度については、規定がある事業所の割合は 61.7％で平成 17年

度調査（55.6％）に比べ 6.1％ポイント上昇した。 

子の看護休暇制度については、規定がある事業所の割合は 46.2％で平成 17年度調査（33.8％）

に比べ 12.4％ポイントと上昇幅が大きいものの、育児休業制度や介護休業制度の規定率に比

べ低い水準となっている（図Ⅱ、参照 5、18、29ページ）。 

各制度の規定がある事業所の割合は事業規模による差が大きく、育児休業制度の規定がある

とする事業所の割合は、事業所規模 5人以上で 66.4％であるのに対し、事業所規模 30人以上

で 88.8％となっている（図Ⅲ、参照 5ページ）。 
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ポイント 1 女性の育児休業取得率９割を上回る、男性の育児休業取得率は 1.23％  

女性の育児休業取得率は平成 19年度調査より 0.9％ポイント上昇し 90.6％、 

男性の育児休業取得率は 0.33％ポイント低下し 1.23％  

女性 男性 

（％） 
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ポイント２ 育児休業等の規定整備率が上昇  

育児休業制度、介護休業制度、子の看護休暇制度の規定があるとする事業所の

割合はそれぞれ 66.4％、61.7％、46.2％でいずれも平成 17年度調査（61.6％、
55.6％、33.8％）に比べ上昇 

図Ⅰ 育児休業取得率の推移 

育児休業取得率＝
調査前年度１年間の出産者（男性の場合は配偶者が出産した者）の数

出産者のうち、調査時点までに育児休業を開始した者（開始予定の申出をしている者を含む。）の数
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育児のための短時間勤務制度がある事業所の割合は 38.9％となっており、平成 17年度調査

（31.4％）に比べ 7.5％ポイント上昇した（図Ⅳ、参照 14ページ）。 

 また、利用可能期間が「小学校就学の始期に達するまで」以上とする事業所の割合は 15.0%

で、平成 17年度調査（9.0％）に比べると 6.0％ポイント上昇した。 
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図Ⅱ 育児休業制度等の規定率の推移 

ポイント３ 育児のための短時間勤務制度の導入率が上昇、利用可能期間も長期化  

育児のための短時間勤務制度を導入している事業所割合は 38.9％で、平成 17

年度調査（31.4％）に比べ 7.5％ポイント上昇 

利用可能期間を「小学校就学の始期に達するまで」以上とする事業所割合は
15.0％で、平成 17年度調査（9.0％）に比べ 6.0％ポイント上昇 
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図Ⅲ 事業所規模別育児休業制度規定率 
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図Ⅳ 育児のための短時間勤務制度の規定率の推移 
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 調 査 の 概 要  

  １ 調査目的 

雇用均等基本調査は、男女の雇用均等問題に係る雇用管理の実態を把握することを目的

として毎年実施しており、平成 20 年度は、育児・介護休業制度、子の看護休暇制度の規

定、運用状況等について調査を行った。   

 

  ２  調査対象 

  日本標準産業分類に基づく 16 大産業〔鉱業，採石業，砂利採取業、建設業、製造業、 

電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業，郵便業、卸売業，小売業、金融業，

保険業、不動産業，物品賃貸業、学術研究，専門・技術サービス業、宿泊業，飲食サービ

ス業、生活関連サービス業，娯楽業〈家事サービス業を除く。〉、教育，学習支援業、医療，

福祉、複合サービス事業、サービス業（他に分類されないもの）〈外国公務を除く。〉〕に

属する常用労働者 5人以上を雇用している民営事業所のうちから、産業・規模別に層化し

て抽出した 10,063 事業所であり、そのうち、7,324 事業所から有効回答を得（有効回答

率 72.8%）、集計した。 

 

３ 調査の時期 

  原則として、平成 20 年 10 月 1 日現在の状況について、平成 20 年 10 月 1 日から 10 月

31日までの間に行った。 

 

４ 調査機関 

厚生労働省雇用均等・児童家庭局 － 報告者 

 

５ 調査の方法 

  自計式郵送調査 

 

６ 調査事項 

   主な調査事項は、次のとおり。 

(1) 育児・介護休業制度、子の看護休暇制度等に関する事項 

(2) 働きながら子の養育を行う労働者に対する援助の措置に関する事項 

(3) 働きながら家族の介護を行う労働者に対する援助の措置に関する事項 

(4) 育児・介護のための時間外労働の制限に関する事項 

(5) 育児・介護のための深夜業の制限に関する事項 

(6) 配偶者出産休暇制度に関する事項  

(7) 再雇用制度に関する事項 

 

７ 利用上の注意 

   (1)  この調査は、標本調査であるため、母集団に復元後、算出した構成比を調査結果とし

て表章している。 

(2)  構成比は小数点以下第２位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも 100とはな

らない。 

(3)  統計表中、「0.0」、「0.00」は集計した数値が表章単位に満たないものである。 

 (4)  統計表中、該当する数値が存在しない場合、「－」で表示した。 
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 調 査 結 果 の 概 要  
 

 

Ⅰ 育児休業制度等に関する事項 

１ 育児休業制度 

（１） 育児休業制度の規定状況 

育児休業制度の規定がある事業所の割合は、事業所規模 5 人以上では 66.4％（平成 17

年度 61.6％）、事業所規模 30 人以上では 88.8％（同 86.1％）となっており、平成 17 年

度調査より事業所規模 5 人以上では 4.8％ポイント、事業所規模 30 人以上では 2.7％ポイ

ント上昇している（図１、２）。 

産業別にみると、金融業，保険業（96.5％）、電気・ガス・熱供給・水道業（95.0％）、

複合サービス事業(93.2％)で規定がある事業所の割合は高くなっている。事業所規模別に

みると、500 人以上で 99.8％、100～499 人で 97.2％、30～99 人で 86.4％、5～29 人で 61.4％

と規模が大きくなるほど規定がある事業所割合は高くなっている（付属統計表第 1 表）。 

 

図１ 育児休業制度の規定あり事業所割合の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 事業所規模別育児休業制度の規定あり事業所割合 –平成 20 年度、平成 17 年度- 
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（２）育児休業制度の内容 

   ア 最長育児休業期間 

育児休業制度の規定がある事業所において、子が何歳になるまで育児休業を取得で

きるかについてみると、「1 歳 6 か月（法定どおり）」が 87.0％（平成 17 年度 79.9％）

と最も多くなっており、次いで「2 歳～3 歳未満」7.9％（同 6.1％）、「1 歳 6 か月を

超え２歳未満」3.1％（同 3.0％）の順となっている（表１）。 

 

       表１ 最長育児休業期間別事業所割合       （％） 

  
育児休業制
度規定あり

事業所計 

1 歳 6 ヶ月 
（法定 

どおり） 

1 歳 6 か月 
を超え 2 歳

未満 

2 歳～ 

3 歳未満 
3 歳以上 不明 その他 

平成 17 年度 100.0  79.9  3.0  6.1  1.0  0.5  9.5  

平成 20 年度 100.0  87.0  3.1  7.9  1.6  0.4    

注：平成 17 年度調査では、「１歳未満」を「その他」として集計した。 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 取得可能回数及び取得要件 

育児休業制度の規定がある事業所において、同じ子について取得することができる

育児休業の回数は、「１回」が 91.4％（平成 17 年度 89.7％）と最も多くなっており、

「２回」は 1.3％（同 2.3％）、「制限なし」は 6.8％となっている（表２）。 

また、1 歳以降の育児休業を取得する場合の要件として、「育児・介護休業法の要件

を満たす場合にのみ取得できる」が 83.6％（平成 17 年度 78.0％）と最も多くなって

いるが、法の要件を満たさなくても取得でき「特に要件は設けていない」も 11.9％（同

11.3％）となっている（表３）。（注：平成 17 年度調査では回数を自由記入方式としていたが、 

平成 20 年度調査では「１回」、「２回」、「３回」、「４回以上」、「制限なし」の選択肢方式で調査を実施した。） 

 

       表２ 育児休業取得可能回数別事業所割合      （％） 

  
育児休業制度規定

あり事業所計 
１回 ２回 ３回 ４回 ５回 

６回 

以上 

平成 17 年度 100.0  89.7  2.3  0.6  0.1  0.1  7.2  

  
育児休業制度規定

あり事業所計 
１回 ２回 ３回 

４回 

以上 

制限 

なし 
  

平成 20 年度 100.0  91.4  1.3  0.4  0.1  6.8   

 

 

育児休業をすることができるのは、原則として子が１歳に達するまでであるが、平成 16 年

育児・介護休業法改正（平成 17 年 4 月 1 日施行）により、次の①、②のいずれかの事情が

ある場合、子が１歳６か月に達するまで育児休業を取得することができるようになった。 

① 保育所に入所を希望しているが、入所できない場合  

② 子の養育を行っている配偶者であって、１歳以降子を養育する予定であった者が、死亡、

負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合  

なお、育児休業中の労働者が継続して休業するほか、子が１歳まで育児休業をしていた配

偶者に替わって子の１歳の誕生日から休業することもできるようになった。 
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    表３ 1 歳以降の育児休業の取得要件別事業所割合  （％） 

  
育児休業制度規定 

あり事業所計 

育児・介護休

業法の要件
を満たす場

合にのみ 

取得できる 

育児・介護休業法の 

要件を満たさなく 
ても取得できる 

不明 
法とは異な

る要件を設
けている 

特に要件は 

設けて 
いない 

平成 17 年度 100.0  78.0  3.5  11.3  7.2  

平成 20 年度 100.0  83.6  4.1  11.9  0.4  

 

 

   ウ 育児休業制度の対象労働者 

 育児休業制度の規定がある事業所において、育児・介護休業法では労使協定で除外

できることとなっている者について、育児休業制度の対象としている事業所は、「所

定労働日数が週２日以下の者」については 15.8％（平成 17 年度 13.3％）、「勤続１

年未満の者」については 20.3％（同 16.9％）、「配偶者（内縁関係の妻又は夫を含む）

が常態として子を養育することができる者」については 25.5％（同 24.1％）、「１年

以内に退職することが明らかな者」については 24.8％（同 22.8％）となっている（表

４）。 

また、有期契約労働者について、取得することができる対象労働者の範囲を「定め

ている」事業所は 64.4％(平成 17 年度 46.4％)となっているが、このうち対象労働者

の範囲を育児・介護休業法の「法定の要件と同じとしている」とする事業所が 94.8％

（同 95.9％）と最も多くなっている（表５）。 

 

表４ 育児休業制度の対象労働者の状況別事業所割合    （％） 

  
育児休業制度規

定あり事業所計 

育児休業の対象としている労働者の種類 

所定労働日数が 

週２日以下の者 

勤続１年 

未満の者 

配偶者（内縁関係の妻

又は夫を含む）が常態

として子を養育す

ることができる者 

１年以内に退職 

することが 

明らかな者 

平成 17 年度 100.0  13.3  16.9  24.1  22.8  

平成 20 年度 100.0  15.8  20.3  25.5  24.8  

 

      表５ 有期契約労働者の育児休業取得要件別事業所割合   （％） 

  

育児休業
制度規定

あり 

事業所計 

定めている 

対象労働者の範囲 

定めて 

いない 
不明 

法定の要 
件と同じ 

として 

いる 

法定の要
件より一

部広くし

ている 

法定の要件に

かかわらず、

すべての有期

契約労働者と

している 

平成 17 年度 100.0  46.4  (100.0) (95.9) (1.9) (2.2) 53.3  0.3  

平成 20 年度 100.0  64.4  (100.0) (94.8) (3.1) (2.1) 34.6  1.0  

 

 

 

 

 

 

 

平成 16 年育児・介護休業法改正（平成 17 年４月１日施行）により、新たに次の①、②の

いずれにも該当する有期契約労働者も育児休業を取得することができるようになった。 

① 同一の事業主に引き続き雇用された期間が１年以上であること  

② 子が１歳に達する日（誕生日の前日）を超えて引き続き雇用されることが見込まれるこ

と（子が１歳に達する日から１年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されな

いことが明らかである者を除く） 
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（３）育児休業中及び休業後の労働条件等の取扱い 

ア 育児休業取得者に対する、休業中及び休業後の労働条件の明示 

育児休業取得者に対する休業中及び休業後の労働条件について「書面を交付」し明

示する事業所は 45.0％（平成 17 年度 32.9％）、「口頭のみで伝達」し明示する事業

所は 30.0％（同 31.2％）となっており、「明示しない」事業所は 24.0％（同 30.5％）

となっている（表６）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 会社や共済会等から育児休業中に支給される金銭の支給状況 

育児休業中の労働者に会社や共済会等から金銭を支給している事業所割合は

13.7％（平成 17 年度 14.2％）であるが、「毎月金銭を支給する」は 6.7％（同 10.8％）、

「一時金等を支給する」は 7.8％（同 4.4％）となっている（表７）。 

 

表７育児休業期間中の会社や共済会等からの金銭支給の有無及び内容別事業所割合(％） 

  事業所計 
金銭の支給

あり 

 
金銭の支給

はしない 
不明 

支給方法（複数回答） 

毎月金銭を 

支給する 

一時金等を

支給する 

平成 17 年度 100.0  14.2  10.8  4.4  78.9  6.9  

平成 20 年度 100.0  13.7  6.7  7.8  85.3  1.0  

 

 

   ウ 育児休業を取得した者の休業期間中の定期昇給の取扱い 

育児休業を取得した者の休業期間中の定期昇給の取扱いについては、定期昇給の制

度がある事業所のうち「定期昇給時期に昇給する」が 20.5％、「休業期間中の定期昇

給は行わずに復職後に時期をずらして昇給する」が 24.0％、「休業期間中の定期昇給

は行わずに復職後の定期昇給時期に持ち越す」が 28.6％、「その他の取扱いを決めて

いる」が 6.8％、「特に決めていない」が 19.9％となっている（表８）。 
 

表８ 育児休業期間中の定期昇給の取扱い別事業所割合（％） 

  
定期昇給の制度が

ある事業所計 

定期昇給
時期に 

昇給する 

復職後に 
昇給する 

休業期間中の

定期昇給は行

わずに復職後

の定期昇給に

持ち越す 

  

平成 17 年度 〔57.7〕 100.0  24.5  23.7  51.9    

  
定期昇給の制度が

ある事業所計 

定期昇給
時期に 

昇給する 

休業期間中の

定期昇給は行

わずに復職後

に時期をずら

して昇給する 

休業期間中の

定期昇給は行

わずに復職後

の定期昇給時

期に持ち越す 

その他の

取扱いを
決めて 

いる 

特に決め
ていない 

不明 

平成 20 年度 〔52.7〕 100.0  20.5  24.0  28.6  6.8  19.9  0.3  

注：〔 〕は、全事業所のうち、定期昇給の制度がある事業所の割合である。     

表６ 育児休業中・休業後の労働条件の明示方法別事業所割合  （％）      

  事業所計 
明示する 

明示しない 不明 
書面を交付 口頭のみで伝達 

平成 17 年度 100.0  32.9  31.2  30.5  5.4  

平成 20 年度 100.0  45.0  30.0  24.0  0.9  



 
- 9 - 

   エ 賞与の算定の際の休業期間の取扱い 

 賞与の算定の際の休業期間の取扱いについては、賞与の制度がある事業所のうち

「出勤日数又は休業期間に応じて支給する」が 70.8％（平成 17 年度 62.7％）を占め、

「休業期間も休まなかったものとみなして支給する」は 3.9％（同 3.7％）、「休業

期間も一定程度出勤したものとみなして支給する」は 2.1％（同 2.5％）となってい

る。一方、「特に決めていない」とする事業所の割合は 18.8％（同 24.1％）となっ

ている（表９）。 

 

表９ 賞与算定の際の育児休業期間の取扱い別事業所割合    （％） 

  
賞与の制度が 

ある事業所計 

休業期間も休

まなかったも

のとみなして

支給する 

休業期間も一

定程度出勤し

たものとみな

して支給する 

出勤日数又は

休業期間に応

じて支給する 

その他の取

扱いを決め

ている 

特に決めて 

いない 
不明 

平成 17 年度 〔77.9〕 100.0  3.7  2.5  62.7  7.0  24.1  － 

平成 20 年度 〔71.0〕 100.0  3.9  2.1  70.8  4.1  18.8  0.3  

注：〔 〕は、全事業所のうち、賞与制度がある事業所の割合である。      
 

 

オ 退職金の算定の際の休業期間の取扱い 

退職金の算定の際の休業期間の取扱いについては、退職金の制度がある事業所のう

ち「勤続年数にまったく算入しない」が 36.3％（平成 17 年度 36.7％）であり、「休

業期間も勤続年数に算入する」が 28.8％（同 29.3％）、「休業期間も一定程度出勤し

たものとみなして勤続年数に算入する」は 10.7％（同 5.5％）となっている。一方、

「特に決めていない」とする事業所は 18.8％（同 23.9％）となっている（表 10）。 

 

      表 10 退職金算定の際の育児休業期間の取扱い別事業所割合   （％） 

  
退職金の制度が 

ある事業所計 

休業期間も
勤続年数に 

算入する 

休業期間も

一定程度 

出勤したも

のとみなし

て勤続年数

に算入する 

勤続年数に
まったく 

算入しない 

その他の
取扱いを

決めて 

いる 

特に決めて

いない 
不明 

平成 17 年度 〔76.0〕 100.0  29.3  5.5  36.7  4.6  23.9  － 

平成 20 年度 〔69.8〕 100.0  28.8  10.7  36.3  5.0  18.8  0.3  

注：〔 〕は、全事業所のうち、退職金制度がある事業所の割合である。      

 

 

   カ 復職後の職場・職種 

復職後の職場・職種の取扱いについては、「原則として原職又は原職相当職に復帰

する」が 70.5％（平成 17 年度 66.6％）と最も多くなっており、「本人の希望を考慮

し、会社が決定する」が 19.6％（同 15.4％）、「会社の人事管理等の都合により決定

する」が 9.0％（同 11.1％）となっている（表 11）。 
 

 表 11 育児休業復職後の職場・職種の取扱い別事業所割合   (％） 

  事業所計 

原則として 

原職又は原職
相当職に 

復帰する 

本人の希望を

考慮し、会社
が決定する 

会社の人事管

理等の都合に
より決定する 

不明 

平成 17 年度 100.0  66.6  15.4  11.1  6.9  

平成 20 年度 100.0  70.5  19.6  9.0  0.8  
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   キ 育児休業者に対する職業能力の維持、向上のための措置 

育児休業者に対する職業能力の維持、向上のための措置については、何らかの措置

を講じている事業所の割合は 39.7％（平成 17 年度 24.9％）となっており、平成 17

年度調査に比べ 14.8％上昇している。 

措置を講じている事業所における措置の内容（複数回答）をみると、「休業中の情

報提供（社内報、職場・仕事に関する情報）」が 71.7％（平成 17 年度 69.7％）、「職

場復帰のための講習」が 24.1％（同 28.5％）となっている（表 12）。 

 

表 12 育児休業者に対する職業能力の維持、向上のための措置の有無及び措置の内容別事業所割合 (％）   

  事業所計 講じる 

措置の内容（複数回答） 

講じ 

ない 
不明 

休業中の 
情報提供 
（社内報、職

場・仕事に関

する情報） 

職場復帰 

のための
講習 

その他 

平成 17 年度 100.0  24.9  (100.0) (69.7) (28.5) (12.8) 69.7  5.4  

平成 20 年度 100.0  39.7  (100.0) (71.7) (24.1) (18.1) 59.3  1.1  

 

 

（４）育児休業制度の利用状況 

  ア 育児休業者の有無別事業所割合 

     平成 19 年 4 月 1 日から平成 20 年 3 月 31 日までの 1 年間に在職中に出産した女性が

いた事業所に占める女性の育児休業者（上記の期間に出産した者のうち平成 20 年 10

月 1 日までの間に育児休業を開始した者（育児休業の申出をしている者を含む。））

がいた事業所の割合は 93.6％（平成 17 年度 74.8％）となっている。また、女性の有

期契約労働者についてみると、育児休業者がいた事業所の割合は 19.1％（同 54.6％）

となっている。 

平成 19 年 4 月 1 日から平成 20 年 3 月 31 日までの 1 年間に、配偶者が出産した男性

がいた事業所に占める男性の育児休業者（上記の期間に配偶者が出産した者のうち平

成 20 年 10 月 1 日までの間に育児休業を開始した者（育児休業の申出をしている者を

含む。））がいた事業所の割合は 2.5％（平成 17 年度 0.5％）となっている。また、

男性の有期契約労働者についてみると、育児休業者がいた事業所の割合は 0.4％（同

0.2％）となっている（表 13）。 
 

        表 13 育児休業者の有無別事業所割合        （％） 

  

出産者が 

いた 
事業所計 

育児休業者

（女性） 
あり 

育児休業者

（女性） 
なし 

配偶者が出

産した者 

がいた 
事業所計 

育児休業者

（男性） 
あり 

育児休業者

（男性） 
なし 

平成 17 年度 100.0  74.8  25.2  100.0  0.5  99.5  

平成 20 年度 100.0  93.6  6.4  100.0  2.5  97.5  

      注 1：調査前年度 1 年間に出産した者、又は配偶者が出産した者がいた事業所を 100 として集計した。 

               注 2：「育児休業者」は、調査前年度１年間に出産した者又配偶者が出産した者のうち、調査時点までに育児休業を開始した者（開始の予定の申出をしている者

を含む。）をいう。 
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イ 育児休業者割合 

① 女性 

平成 19 年 4 月 1 日から平成 20 年 3 月 31 日までの１年間に在職中に出産した女性

のうち、平成 20 年 10 月 1 日までに育児休業を開始した者（育児休業の申出をしてい

る者を含む。）の割合は 90.6％と平成 19 年度調査（89.7％）より 0.9%ポイント上昇

した（表 14、付属統計表第２表）。 

また、女性の有期契約労働者の育児休業取得率は 86.6％で平成 17 年度調査

（51.5％）より大幅に上昇した（表 15）。 

② 男性 

平成 19 年 4 月 1 日から平成 20 年 3 月 31 日までの 1 年間に配偶者が出産した男性

のうち、平成 20 年 10 月 1 日までに育児休業を開始した者（育児休業の申出をしてい

る者を含む。）の割合は 1.23％で平成 19 年度調査（1.56％）より 0.33％ポイント低

下した。 

また、男性の有期契約労働者の育児休業取得率は 0.30％で平成 17 年度調査

（0.10％）より 0.20％ポイント上昇した。 

                     

表 14  育児休業取得率の推移            (％） 

  平成 8 年度 平成 11 年度 平成 14 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 

女性 49.1 56.4 64.0 70.6 72.3 89.7 90.6 

男性 0.12 0.42 0.33 0.56 0.50 1.56 1.23 

 

表 15 有期契約労働者の育児休業取得率(％） 

  平成 17 年度 平成 20 年度 

女性有期契約労働者 51.5 86.6 

男性有期契約労働者 0.10 0.30 

   

 

 

   ウ 育児休業終了後の復職状況 

平成 19 年 4 月 1 日から平成 20 年 3 月 31 日までの 1 年間に育児休業を終了し、復職

予定であった女性のうち、実際に復職した者の割合は 88.7％（平成 17 年度 89.0％）、

退職した者の割合は 11.3％（同 11.0％）であった。男性については復職した者の割合

は 98.7％（同 94.9％）、退職した者の割合は 1.3％（同 5.1％）であった（表 16）。 

 

   表 16 育児休業終了後の復職者及び退職者割合   （％） 

 

女性 男性 

育児休業 

取得者計 
復職者 退職者 

育児休業 

取得者計 
復職者 退職者 

平成 17 年度 100.0  89.0  11.0  100.0  94.9  5.1  

平成 20 年度 100.0  88.7  11.3  100.0  98.7  1.3  

注：「育児休業取得者」は、調査前年度１年間に育児休業を終了し、復職予定であった者をいう。 

育児休業取得率＝
調査前年度１年間の出産者（男性の場合は配偶者が出産した者）の数

出産者のうち、調査時点までに育児休業を開始した者（開始予定の申出をしている者を含む。）の数
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   エ 育児休業の取得期間 

平成 19 年 4 月 1 日から平成 20 年 3 月 31 日までの 1 年間に育児休業を終了し、復職

した女性の育児休業期間は、「10 か月～12 か月未満」が 32.0％（平成 17 年度 35.0％）

と最も多く、次いで「12 か月～18 か月未満」16.9％（同 13.5％)、「3 か月～6 か月

未満」13.6％（同 15.1％）の順となっている（表 17、図３）。 

男性は、「1 か月未満」が 54.1％（平成 17 年度 31.7％）と最も多く５割を超えて

いる。 

 

            表 17 取得期間別育児休業後復職者割合           (％） 

    

育児休

業後復

職者計 

１か月 

未満 

1 か月 
～ 

3 か月 
未満 

3 か月 
～ 

6 か月 
未満 

6 か月 
～ 

8 か月 
未満 

8 か月 
～ 

10 か月 
未満 

10 か月 
～ 

12 か月 
未満 

12 か月 
～ 

18 か月 
未満 

18 か月 
～ 

24 か月 
未満 

24 か月 
～ 

36 か月 
未満 

36 か月 

以上 
不 明 

女性 

平成 17 年度 100.0  2.6  9.9  15.1  8.2  12.2  35.0  13.5  1.7  0.7  0.1  1.1  

平成 20 年度 100.0  1.0 5.8 13.6 9.8 13.1 32.0 16.9 3.1 0.7 0.1 3.8 

男性 
平成 17 年度 100.0  31.7 65.8 1.5 － － － － － － － 0.9 

平成 20 年度 100.0  54.1  12.5  3.9  0.7  0.2  0.0  0.3  0.1  － － 28.1  

注：「育児休業後復職者」は、調査前年度１年間に育児休業を終了し、復職した者をいう。 
 

図３ 取得期間別女性育児休業後復職者割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）育児休業取得者があった際の雇用管理 

育児休業取得者があった際の雇用管理については（複数回答）、「代替要員の補充を

行わず、同じ部門の他の社員で対応した」事業所は 45.9％（平成 17 年度 47.2％)、「事

業所内の他の部門又は他の事業所から人員を異動させた」事業所は 21.7％（同 13.4％)、

「派遣労働者やアルバイトなどを代替要員として雇用した」事業所は 35.7％（同 43.7％)

であった（表 18）。 

 

表 18 育児休業取得者があった際の雇用管理状況別事業所割合 （複数回答） (％） 

  

育児休業取得

者のあった 
事業所計 

代替要員の補

充を行わず、

同じ部門の 
他の社員で 

対応した 

事業所内の他

の部門又は他

の事業所から
人員を異動 

させた 

派遣労働者や

アルバイトなど
を代替要員と

して雇用した 

その他 不明 

平成 17 年度 100.0  47.2  13.4  43.7  7.4  0.6  

平成 20 年度 100.0  45.9  21.7  35.7  8.1  4.2  

（％） 

2.6

1.0 

9.9

5.8 

15.1

13.6 

8.2

9.8 

12.2

13.1 

35.0

32.0 

13.5

16.9 

1.7

3.1 

0.7

0.7 

0.1

0.1 

1.1

3.8 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成17年度

平成20年度

１か月未満 1か月～3か月未満 3か月～6か月未満 6か月～8か月未満

8か月～10か月未満 10か月～12か月未満 12か月～18か月未満 18か月～24か月未満

24か月～36か月未満 36か月以上 不明
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２ 働きながら子の養育を行う労働者に対する援助の措置に関する事項 

（１） 育児のための勤務時間短縮等の措置の制度の導入状況 

 ア 育児のための勤務時間短縮等の措置の制度の有無、利用可能期間 

育児のための勤務時間短縮等の措置の制度がある事業所の割合は 49.3％となってお

り、平成 17 年度調査（41.6％）に比べ 7.7％ポイント上昇しているものの、平成 19

年度調査（49.5％）に比べ 0.2％ポイント低下している（表 19）。 

産業別にみると、金融業，保険業（90.2％）、電気・ガス・熱供給・水道業（88.9％）

で制度がある事業所の割合が高くなっている。事業所規模別にみると、500 人以上

95.8％、100～499 人 83.8％、30～99 人 64.5％、5～29 人 45.0％と規模が大きくなる

ほど制度がある事業所割合は高くなっている。 

育児のための勤務時間短縮等の措置の制度がある事業所において、最長で子が何歳

になるまで利用できるかについてみると、「3 歳に達するまで」が最も多く 43.1％（平

成 17 年度 53.5％、平成 19 年度 56.5％）、次いで「小学校就学の始期に達するまで」

34.3％（同 27.8％、30.0％）、「小学校卒業以降も利用可能」7.6％（同 7.2％、2.7％）

となっており、「小学校就学の始期に達するまで」以上としている事業所割合は 51.2％

（同 39.2％、38.8％）で、全事業所に対する割合では 25.3％（同 16.3％、19.2％）と

平成 17 年度調査に比べ 9.0％ポイント、平成 19 年度調査に比べ 6.1％ポイント上昇し

ている（付属統計表第３表）。 

 

表 19 育児のための勤務時間短縮等の措置の制度の有無及び最長利用可能期間別事業所割合 （％） 

  

事業
所計 

制度 
あり 

最長利用可能期間 

制度 
なし 

不明 

 

３歳に

達する
まで 

３歳～

小学校

就学前
の一定

の年齢

まで 

小学校

就学の

始期に
達する

まで 

小学校

入学～

小学校
３年生

（又は９

歳）まで 

小学校
４年生

～小学

校卒業
（又は

12 歳）ま

で 

小学校

卒業以
降も利

用可能 

不明 

【再掲】 
「小学

校就学

の始期
に達す

るまで」

以上 

  ① ② ③ ④ ⑤ ⑥   ③～⑥ 

平成 17 年度 
100.0  41.6 22.2  2.0  11.6  1.2  0.5  3.0  1.1  16.3  58.4  0.0  

  (100.0) (53.5) (4.8) (27.8) (3.0) (1.3) (7.2) (2.6) (39.2)     

平成 19 年度 
100.0  49.5  28.0  2.0  14.8  1.7  1.4  1.3  0.3  19.2  50.1  0.4  

  (100.0) (56.5) (3.9) (30.0) (3.4) (2.8) (2.7) (0.7) (38.8)     

平成 20 年度 
100.0  49.3  21.3  2.8  16.9  3.2  1.4  3.8  － 25.3  50.2  0.5  

  (100.0) (43.1) (5.7) (34.3) (6.4) (2.8) (7.6) （-） (51.2)     
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 イ 育児のための勤務時間短縮等の措置の各種制度の導入状況 

育児のための勤務時間短縮等の措置の各種制度の導入状況（複数回答）をみると、

「短時間勤務制度」が 38.9％（平成 17 年度 31.4％）、「所定外労働の免除」が 26.8％

（同 23.2％）、「始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ」が 22.0％（同 18.5％）となっ

ている（図４）。 

 

図４ 育児のための勤務時間短縮等の措置の制度の導入状況（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各措置の最長利用可能期間の状況をみると、「短時間勤務制度」については、「3

歳に達するまで」が最も多く 57.5％（平成 17 年度 64.6％）、次いで「小学校就学

の始期に達するまで」27.6％（同 22.1％）となっており、「小学校就学の始期に達

するまで」以上としている事業所割合は 38.6％（同 28.6％）となっている。 

「所定外労働の免除」については、「3 歳に達するまで」は 36.9％（平成 17 年度

49.0％）で、「小学校就学の始期に達するまで」が 47.6％（同 36.5％）と最も多く

なっており、「小学校就学の始期に達するまで」以上としている事業所割合は 57.0％

（同 44.8％）と５割を超えている。 

「始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ」については、「3 歳に達するまで」が最も

多く 51.6％（平成 17 年度 57.1％）、次いで「小学校就学の始期に達するまで」が

26.9％（同 25.0％）となっており、「小学校就学の始期に達するまで」以上として

いる事業所割合は 44.0％（同 38.4％）となっている（表 20）。 
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育児の場合に利用できる

フレックスタイム制度

始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ

所定外労働の免除

事業所内託児施設

育児に要する経費の援助措置
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平成17年度

平成20年度

（％） 
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表 20 育児のための勤務時間短縮等の措置の各制度の有無及び最長利用可能期間別事業所割合  （％） 

    

事業 

所計 

制度 

あり 

最長利用可能期間 

  

３歳に

達する

まで 

３歳～

小学校
就学前

の一定

の年齢
まで 

小学校
就学の

始期に

達する
まで 

小学校

入学～
小学校

３年生

（又は９
歳）まで 

小学校

４年生
～小学

校卒業

（又は
12 歳）

まで 

小学校
卒業以

降も利

用可能 

不明 

【再掲】 

「小学
校就学

の始期

に達す
るまで」

以上 

  
① ② ③ ④ ⑤ ⑥   ③～⑥ 

短時間 

勤務制度 

平成 17 年度 
100.0  31.4  20.3  1.0  6.9  1.0  0.2  0.8  1.1  9.0  

  （100.0） (64.6) (3.2) (22.1) (3.3) (0.8) (2.4) (3.6) (28.6) 

平成 20 年度 
100.0  38.9  22.4  1.5  10.8  2.0  1.1  1.2  － 15.0  

  (100.0) (57.5) (3.9) (27.6) (5.1) (2.9) (3.0) （-） (38.6) 

育児の場
合に利用

できるフレ

ックスタイム
制度 

平成 17 年度 
100.0  5.8  2.8  0.3  1.1  0.2  0.1  1.2  0.1  2.6  

  （100.0） (47.9) (5.4) (18.6) (4.3) (1.4) (21.4) (1.0) (45.7) 

平成 20 年度 
100.0  7.8  3.3  0.4  1.5  0.3  0.4  1.9  － 4.1  

  (100.0) (42.0) (5.7) (19.2) (3.5) (5.0) (24.7) （-） (52.3) 

始業・終業

時刻の繰
上げ・ 

繰下げ 

平成 17 年度 
100.0  18.5  10.6  0.6  4.6  0.8  0.4  1.4  0.2  7.1  

  （100.0） (57.1) (3.5) (25.0) (4.1) (1.9) (7.4) (1.0) (38.4) 

平成 20 年度 
100.0  22.0  11.4  1.0  5.9  1.0  0.7  2.0  － 9.7  

  (100.0) (51.6) (4.4) (26.9) (4.8) (3.4) (8.9) （-） (44.0) 

所定外労

働の免除 

平成 17 年度 
100.0 23.2  11.4  1.3  8.5  0.7  0.3  0.9  0.2  10.4  

  （100.0） (49.0) (5.4) (36.5) (3.0) (1.3) (4.0) (0.7) (44.8) 

平成 20 年度 
100.0  26.8  9.9  1.6  12.7  0.9  0.5  1.1  － 15.3  

  (100.0) (36.9) (6.0) (47.6) (3.4) (1.9) (4.2) （-） (57.0) 

事業所内
託児施設 

平成 17 年度 
100.0 1.0  0.4  0.0  0.3  0.0  0.0  0.2  － 0.5  

  （100.0） (39.8) (4.8) (29.3) (1.9) (3.7) (20.6) (－) (55.4) 

平成 20 年度 
100.0  1.6  0.6  0.2  0.7  0.0  0.1  0.1  － 0.9  

  (100.0) (35.4) (9.8) (47.0) (0.7) (3.7) (3.4) （-） (54.8) 

育児に要

する経費の
援助措置 

平成 17 年度 
100.0 1.7  0.5  0.2  0.4  0.3  0.1  0.4  0.0  1.1  

  （100.0） (28.6) (8.9) (20.9) (15.2) (3.3) (23.0) (0.1) (62.5) 

平成 20 年度 
100.0  4.3  0.7  0.6  0.6  1.5  0.2  0.7  － 3.0  

  (100.0) (15.7) (14.4) (14.3) (35.6) (4.3) (15.6) （-） (69.8) 

育児休業
に準ずる 

措置 

平成 17 年度 
100.0  9.3  7.1  0.1  1.2  0.2  0.0  0.3  0.5  1.6  

  (100.0) (76.1) (1.4) (12.3) (1.8) (0.4) (2.8) (5.2) (17.4) 

平成 20 年度 
100.0  7.5  5.3  0.4  1.4  0.2  0.1  0.3  － 1.8  

  (100.0) (70.2) (5.4) (18.1) (2.3) (0.7) (3.4) （-） (24.4) 
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ウ 育児のための短時間勤務制度の短縮時間、賃金の取扱い 

育児のための「短時間勤務制度」を導入している事業所について労働日１日に短縮

する時間の長さをみると、「１時間以上２時間未満」が 49.9％（平成 17 年度 36.8％）

と最も多く、次いで「２時間以上３時間未満」17.9％（同 41.2％）、「１時間未満」

12.2％（同 2.0％）の順となっている（表 21）。 

また、「短時間勤務制度」を導入している事業所において、短時間勤務により短縮

した時間についての賃金の取扱いについては「無給」が 81.0％（平成 17 年度 80.1％）

で最も多く、「有給」が 9.1％（同 10.2％）、「一部有給」は 8.6％（同 9.1％）とな

っている（表 22）。 

 

    表 21 育児のための短時間勤務制度の短縮時間別事業所割合     （％） 

  
短時間勤務制度
がある事業所計 

１時間未満 
１時間以上
２時間未満 

２時間以上
３時間未満 

３時間以上 その他 不明 

平成 17 年度 100.0  2.0  36.8  41.2  13.3  4.0  2.6  

平成 20 年度 100.0  12.2  49.9  17.9  7.7  11.5  0.8  

 

表 22  育児のための短時間勤務制度の短縮時間分賃金の取扱い別事業所割合（％） 

  
短時間勤務 
制度がある 

事業所計 

有給 一部有給 無給 不明 

平成 17 年度 100.0  10.2  9.1  80.1  0.6  

平成 20 年度 100.0  9.1  8.6  81.0  1.3  

 

 

（２） 育児のための勤務時間短縮等の措置の利用状況 

  ア 利用者の有無別事業所割合 

育児のための勤務時間短縮等の各措置を導入している事業所のうち、女性の復職者

（平成 19年 4 月 1日から平成 20 年 3月 31日までの間に育児休業を終了して復職した

者をいう。以下同じ。）がいた事業所における、女性の利用者（復職者のうち、平成

20 年 10 月 1 日までの間に制度の利用を開始した者（開始予定の申出をしている者を

含む。）をいう。以下同じ。）のいた事業所の割合を措置ごとにみると、「短時間勤

務制度」46.0％（平成 17 年度 33.4％）、「育児の場合に利用できるフレックスタイ

ム制度」26.3％（同 16.8％）、「始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ」21.6％（同 35.8％）、

「所定外労働の免除」14.9％（同 17.4％）、「事業所内託児施設」51.9％（同 47.2％）、

「育児に要する経費の援助措置」26.6％（同 11.8％）となっている。 

一方、男性の利用者がいた事業所の割合は、「短時間勤務制度」1.8％（平成 17 年

度該当なし）、「育児の場合に利用できるフレックスタイム制度」14.0％（同 10.8％）、

「始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ」0.5％（同 0.6％）、「所定外労働の免除」0.5％

（同該当なし）、「事業所内託児施設」13.5％（同該当なし）、「育児に要する経費

の援助措置」8.0％（同 3.8％）となっている（表 23）。 
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   イ 利用者割合 

育児のための勤務時間短縮等の措置の利用者割合を、各制度がある事業所における

育児休業後復職者に占める利用者からみると、女性については「事業所内託児施設」

の利用者が 63.2％（平成 17 年度 46.1％）と最も多く、次いで、「育児に要する経費

の援助措置」52.1％（同 9.5％）、「短時間勤務制度」40.1％（同 30.8％）の順とな

っている。 

一方、男性については、「育児の場合に利用できるフレックスタイム制度」29.6％

（平成 17 年度 10.8％）が最も多く、次いで、「事業所内託児施設」22.4％（同該当

なし）、「育児に要する経費の援助措置」17.8％（同 12.0％）となっている（表 24）。 
（注：平成 17 年度調査では同一労働者が期間内に２回以上利用した場合は１回として計上したが、平成 20 年度調査

では、同一労働者が期間内に２回利用した場合は２人として計上した。なお、両調査とも同一労働者が２つ以上の制
度を利用した場合は、それぞれに１人として計上した。） 

 

表 23 育児のための勤務時間短縮等の措置の各制度の利用者の有無別事業所割合 （％） 
    

女性の育児休業

後復職者あり 
事業所計 

      
男性の育児休業

後復職者あり 
事業所計 

      

    
利用者
あり 

利用者
なし 

不明 
利用者
あり 

利用者
なし 

不明 

短時間勤務制度 
平成 17 年度 〔10.4〕 100.0  33.4  66.3  0.2  〔0.3〕 100.0  － 99.9  0.1  

平成 20 年度 〔12.9〕 100.0  46.0  48.8  5.2  〔0.2〕 100.0  1.8  95.8  2.4  

育児の場合に利

用できるフレックス

タイム制度 

平成 17 年度 〔15.5〕 100.0  16.8  82.3  0.9  〔0.1〕 100.0  10.8  87.6  1.6  

平成 20 年度 〔10.7〕 100.0  26.3  62.9  10.9  〔0.1〕 100.0  14.0  67.3  18.7  

始業・終業時刻の

繰上げ・繰下げ 

平成 17 年度 〔10.8〕 100.0  35.8  63.9  0.3  〔0.5〕 100.0  0.6  99.3  0.1  

平成 20 年度 〔12.7〕 100.0  21.6  69.2  9.2  〔0.3〕 100.0  0.5  53.8  45.7  

所定外労働 
の免除 

平成 17 年度 〔10.7〕 100.0  17.4  82.5  0.1  〔0.5〕 100.0  － 100.0  － 

平成 20 年度 〔13.3〕 100.0  14.9  76.7  8.3  〔0.4〕 100.0  0.5  69.8  29.7  

事業所内 

託児施設 

平成 17 年度 〔28.3〕 100.0  47.2  52.7  0.2  〔0.0〕 100.0  － 100.0  － 

平成 20 年度 〔40.6〕 100.0  51.9  33.8  14.3  〔0.3〕 100.0  13.5  86.5  － 

育児に要する 

経費の援助措置 

平成 17 年度 〔18.8〕 100.0  11.8  85.2  3.0  〔0.4〕 100.0  3.8  91.7  4.5  

平成 20 年度 〔16.5〕 100.0  26.6  60.3  13.1  〔0.4〕 100.0  8.0  75.1  16.9  

注 1：〔 〕は、各制度がある事業所のうち、調査前年度１年間に育児休業を終了し、復職した者がいた事業所の割合である。 

注 2：「利用者」は、調査前年度１年間に育児休業を終了し、復職した者のうち、調査時点までに各制度の利用を開始した者（開始予定の申出をしている者を含む。）をいう。 

 

  表 24 育児のための勤務時間短縮等の措置の各制度の利用者割合   （％） 

    

各制度があ

る事業所に
おける 

育児休業後 

復職者計 

短時間 
勤務制度

利用者 

育児の場

合に利用

できる 
フレック

スタイム

制度 
利用者 

始業・終

業時刻の 
繰上げ・

繰下げ 

利用者 

所定外労
働の免除

利用者 

事業所内
託児施設

利用者 

育児に 

要する 
経費の 

援助措置

利用者 

女性 
平成 17 年度 100.0  30.8  18.1  26.5  14.6  46.1  9.5  

平成 20 年度 100.0  40.1  29.5  20.7  14.0  63.2  52.1  

男性 
平成 17 年度 100.0  － 10.8  0.6  － － 12.0  

平成 20 年度 100.0  1.1  29.6  0.3  0.3  22.4  17.8  

注 1：「育児休業後復職者」は、調査前年度１年間に育児休業を終了し、復職した者をいう。 

注 2：「利用者」は、調査前年度１年間に育児休業を終了し、復職した者のうち、調査時点までに各制度の利用を開始した者（開始予定の申出をしている者

を含む。）をいう。 

注 3：平成 17 年度調査では同一労働者が期間内に２回以上利用した場合は１回として計上したが、平成 20 年度調査では、同一労働者が期間内

に２回利用した場合は２人として計上した。なお、両調査とも同一労働者が２つ以上の制度を利用した場合は、それぞれに１人として計

上した。 
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Ⅱ 介護休業制度等に関する事項 

１ 介護休業制度 

（１）介護休業制度の規定状況 

介護休業制度の規定がある事業所の割合は、事業所規模 5 人以上では 61.7％（平成 17

年度 55.6％）、事業所規模 30 人以上では 85.5％（同 81.4％）となっており、平成 17 年

度調査より事業所規模 5 人以上では 6.1％ポイント、事業所規模 30 人以上では 4.1％ポイ

ント上昇している（図５、６）。 

産業別にみると、電気・ガス・熱供給・水道業（94.3％）、金融業，保険業(94.2％)、

複合サービス事業(94.0％)で規定がある事業所の割合が高くなっている。事業所規模別に

みると、500 人以上 99.6％、100～499 人 95.4％、30～99 人 82.6％、5～29 人 56.5％とな

っており、規模が大きくなるほど規定がある事業所の割合が高くなっている（付属統計表

第４表）。 

 

図５ 介護休業制度の規定あり事業所割合の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６ 事業所規模別介護休業制度の規定あり事業所割合 –平成 20 年度、平成 17 年度- 
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 （２）介護休業制度の内容 

ア 最長介護休業期間 

     介護休業制度の規定がある事業所において、介護休業の期間について「期間の最長

限度を定めている」とする事業所割合は 98.0％（平成 17 年度 93.1％）、「期間の制

限はなく、必要日数取得できる」とする事業所割合は 1.8％（同 6.7％）となっている。 

期間の最長限度を定めている事業所についてその期間をみると、「通算して 93 日ま

で（法定どおり）」が 81.5％（平成 17 年度 75.5％）と最も多くなっており、次いで

「１年」11.2％（同 15.6％）、「6 か月」4.5％（同 4.7％）の順となっている（表 25）。 

   

   表 25  最長介護休業期間の制限の有無及び最長介護休業期間別事業所割合  （％） 

  

介護休業 

制度規定 
あり 

事業所計 

期間の最長限度
を定めている 

最長限度 
期間の

制限は

なく、
必要日

数取得

できる 

不明 

 通算し

て 93 日
まで 

(法定ど

おり） 

93 日を
超え 6

か月 

未満 

6 か月 

6 か月 
を超え 

1 年 

未満 

1 年 
1 年を 
超える 

期間 

その他 

平成 17 年度 100.0  93.1  (100.0) (75.5) (0.8) (4.7) (0.6) (15.6) (1.2) (1.6) 6.7  0.1  

平成 20 年度 100.0  98.0  (100.0) (81.5) (0.6) (4.5) (1.0) (11.2) (1.2) － 1.8  0.2  

 

 

イ 取得可能回数 

 介護休業制度の規定がある事業所において、介護休業の取得回数に「制限あり」と

する事業所の割合は 80.0％（平成 17 年度 70.5％）となっている。取得回数に「制限

あり」とする事業所のうち「同一対象家族の同一要介護状態について」制限を設けて

いる事業所は 97.3％（同 93.9％）となっており、取得回数については「１回」が 95.4％

（同 96.2％）と最も多くなっている（表 26）。 

 

     表 26 介護休業の取得回数の制限の有無及び取得可能回数別事業所割合    （％） 

  

介護休

業制度

規定あ
り事業

所計 

取得回数の 
制限あり 

                    

制限
なし 

不
明 

同一対

象家族

の同一
要介護

状態に

ついて 

        

その他 

        

１回 ２回 
３回
以上 

不明 １回 ２回 
３回
以上 

不明 

平成 17 年度 
100.0  70.5  (100.0) (93.9)         (6.1)         29.2  0.3  

      (100.0) (96.2) (2.4) (0.7) (0.7) (100.0) (85.4) (8.8) (3.4) (2.3)     

平成 20 年度 
100.0  80.0  (100.0) (97.3)         (2.7)         19.3  0.7  

      (100.0) (95.4) (1.7) (2.5) (0.4) (100.0) (72.0) (4.9) (22.8) (0.3)     

                

 

 

 

 

 

 

 

平成 16 年育児・介護休業法改正（平成 17 年 4 月 1 日施行）により、介護休業の取得回数

制限は緩和され、「対象家族 1 人につき 1 回限り、連続 3 ヶ月まで」から「対象家族１人

につき、介護を要する状態に至ったごとに１回、通算して（のべ）93 日まで」となった。 
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   ウ 介護休業の対象となる家族の範囲 

 介護休業制度の規定がある事業所で、対象となる家族の範囲について「制限あり」

とする事業所の割合は 92.5％（平成 17年度 92.7％）であり、そのうち 95.9％（同 96.9％）

が「育児・介護休業法の対象家族」（注）を対象としている（表 27）。 
（注）「育児・介護休業法の対象家族」とは、配偶者、父母、子、これらに準ずる者（労働者が同居し、かつ扶養し

ている祖父母、兄弟姉妹、孫）及び配偶者の父母をいう。「祖父母」「兄弟姉妹」には、配偶者の祖父母、兄弟

姉妹を対象としている場合も含む。 

 

 表 27 介護休業の対象となる家族の範囲制限の有無及び対象者別事業所割合      （％） 

  

介護休業

制度規定
あり 

事業所計 

制限あり 

対象家族（複数回答） 

制限 
なし 

不明 

育児・

介護休
業法の 

対象 

家族 

労働者が同居 

していない家族 

労働者が扶養 

していない家族 

その他 不明 

祖父母 
兄弟 

姉妹 
孫 祖父母 

兄弟 

姉妹 
孫 

平成 17 年度 100.0  92.7  (100.0) (96.9) (6.3) (4.4) (3.9) (4.2) (3.2) (2.6) (10.2) (0.0) 7.0  0.3  

平成 20 年度 100.0  92.5  (100.0) (95.9) (4.3) (3.5) (3.1) (4.2) (3.6) (3.5) (14.7) (0.2) 7.4  0.1  

 

 

   エ 介護休業制度の対象労働者 

介護休業制度の規定がある事業所で、育児・介護休業法では労使協定で除外できる

こととなっている者について、介護休業制度の対象としている事業所は、「所定労働

日数が週２日以下の者」については 14.1％（平成 17 年度 13.2％）、「勤続１年未満

の者」については 17.8％（同 14.9％）、「93 日以内に退職することが明らかな者」に

ついては 20.2％（同 16.0％）となっている（表 28）。 

また、有期契約労働者について、取得することができる対象労働者の範囲を「定め

ている」事業所は 67.6％(平成 17 年度 49.9％)となっているが、このうち対象労働者

の範囲を育児・介護休業法の「法定の要件と同じとしている」とする事業所割合が

94.9％（同 95.8％）と最も多くなっている（表 29）。 

 

  表 28 介護休業制度の対象労働者の状況別事業所割合   （％） 

  
介護休業制度規

定あり事業所計 

介護休業の対象としている労働者の種類 

所定労働日数が
週２日以下の者 

勤続１年 
未満の者 

93 日以内に 

退職することが
明らかな者 

平成 17 年度 100.0  13.2  14.9  16.0  

平成 20 年度 100.0  14.1  17.8  20.2  

 

     表 29 有期契約労働者の介護休業取得要件別事業所割合       （％） 

  

介護休業
制度規定

あり 

事業所計 

定めている 

対象労働者の範囲 

定めて

いない 
不明 

法定の要

件と同じ

として 
いる 

法定の要

件より一

部広くし
ている 

法定の要件

にかかわら

ず、すべての

有期契約労

働者として

いる 

平成 17 年度 100.0  49.9  (100.0) (95.8) (2.1) (2.1) 49.9  0.1  

平成 20 年度 100.0  67.6  (100.0) (94.9) (3.0) (2.2) 31.8  0.6  

 



 
- 21 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）介護休業中及び休業後の労働条件等の取扱い 

ア 介護休業取得者に対する、休業中及び休業後の労働条件の明示 

介護休業取得者に対する介護休業中及び休業後の労働条件について、「書面を交付」

し明示する事業所は 44.2％（平成 17 年度 32.5％）、「口頭のみで伝達」し明示する

事業所は 29.9％（同 29.6％）となっており、「明示しない」事業所は 24.8％（同 31.4％）

となっている（表 30）。 

 

表 30 介護休業中・休業後の労働条件の明示方法別事業所割合    （％） 

 事業所計 
明示する 

明示しない 不明 
書面を交付 口頭のみで伝達 

平成 17 年度 100.0  32.5  29.6  31.4  6.5  

平成 20 年度 100.0  44.2  29.9  24.8  1.1  

 

 

イ 会社や共済会等から介護休業中に支給される金銭の支給状況 

介護休業中の労働者に会社や共済会等から金銭を支給している事業所割合は

14.3％（平成 17 年度 16.2％）であるが、「毎月金銭を支給する」は 7.9％（同 13.2％）、

「一時金等を支給する」は 7.2％（同 3.8％）となっている（表 31）。 

 

表 31 介護休業期間中の会社や共済会等からの金銭支給の有無及び内容別事業所割合（％） 

  事業所計 
金銭の支給

あり 

 
金銭の支給
はしない 

不明 
支給方法（複数回答） 

毎月金銭を 

支給する 

一時金等を

支給する 

平成 17 年度 100.0  16.2  13.2  3.8  76.0  7.8  

平成 20 年度 100.0  14.3  7.9  7.2  84.4  1.3  

 

 

   ウ 介護休業を取得した者の休業期間中の定期昇給の取扱い 

介護休業を取得した者の休業期間中の定期昇給の取扱いについては、定期昇給の制

度がある事業所のうち「休業期間中の定期昇給は行わずに復職後の定期昇給時期に持

ち越す」が 27.6％、「定期昇給時期に昇給する」が 23.2％、「休業期間中の定期昇給

は行わずに復職後に時期をずらして昇給する」及び「特に決めていない」が 20.8％と

なっている（表 32）。 

 

平成 16 年育児・介護休業法改正（平成 17 年４月１日施行）により、新たに次の①、②の

いずれにも該当する有期契約労働者も介護休業を取得することができるようになった。 

① 同一の事業主に引き続き雇用された期間が１年以上であること  

② 介護休業開始予定日から９３日を経過する日（93 日経過日）を超えて引き続き雇用さ

れることが見込まれること（９３日経過日から１年を経過する日までに労働契約期間が満

了し、更新されないことが明らかである者を除く） 
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表 32 介護休業期間中の定期昇給の取扱い別事業所割合（％） 

  
定期昇給の制度が

ある事業所計 

定期昇給
時期に 

昇給する 

復職後に 

昇給する 

休業期間中の

定期昇給は行

わずに復職後

の定期昇給に

持ち越す 

  

平成 17 年度 〔56.7〕 100.0  24.9  23.9  51.2    

  
定期昇給の制度が

ある事業所計 

定期昇給
時期に 

昇給する 

休業期間中の

定期昇給は行

わずに復職後

に時期をずら

して昇給する 

休業期間中の

定期昇給は行

わずに復職後

の定期昇給時

期に持ち越す 

その他の
取扱いを

決めて 

いる 

特に決め

ていない 
不明 

平成 20 年度 〔52.7〕 100.0  23.2  20.8  27.6  6.7  20.8  0.8  

注：〔 〕は、全事業所のうち、定期昇給の制度がある事業所の割合である。     

    

 

エ 賞与の算定の際の休業期間の取扱い 

賞与の算定の際の休業期間の取扱いについては、賞与の制度がある事業所のうち「出

勤日数又は休業期間に応じて支給する」が 68.1％（平成 17 年度 62.6％）、「休業期

間も休まなかったものとみなして支給する」が 4.0％（同 3.6％）、「休業期間も一定

程度出勤したものとみなして支給する」が 3.5％（同 2.5％）となっている。一方、「特

に決めていない」とする事業所割合は 20.0％（同 24.6％）となっている（表 33）。 

 

      表 33 賞与算定の際の介護休業期間の取扱い別事業所割合     （％） 

  
賞与の制度が 

ある事業所計 

休業期間も

休まなかっ

たものとみ

なして 

支給する 

休業期間も

一定程度出

勤したもの

とみなして

支給する 

出勤日数又
は休業期間

に応じて 

支給する 

その他の
取扱いを

決めて 

いる 

特に決めて

いない 
不明 

平成 17 年度 〔76.8〕 100.0  3.6  2.5  62.6  6.8  24.6  － 

平成 20 年度 〔71.0〕 100.0  4.0  3.5  68.1  3.8  20.0  0.6  

注：〔 〕は、全事業所のうち、賞与制度がある事業所の割合である。      

 

 

   オ 退職金の算定の際の休業期間の取扱い 

         退職金の算定の際の休業期間の取扱いについては、退職金の制度がある事業所のう

ち「勤続年数にまったく算入しない」が 35.6％（平成 17 年度 35.1％）であり、「休

業期間も勤続年数に算入する」が 31.1％（同 30.8％）、「休業期間も一定程度出勤し

たものとみなして勤続年数に算入する」は 8.4％（同 5.0％）となっている。一方、「特

に決めていない」とする事業所は 19.8％（同 24.5％）となっている（表 34）。 

 

      表 34 退職金算定の際の介護休業期間の取扱い別事業所割合      （％） 

  
退職金の制度が 

ある事業所計 

休業期間も
勤続年数に 

算入する 

休業期間も

一定程度 

出勤したも

のとみなし

て勤続年数

に算入する 

勤続年数に
まったく 

算入しない 

その他の取
扱いを決め

ている 

特に決めて

いない 
不明 

平成 17 年度 〔75.2〕 100.0  30.8  5.0  35.1  4.6  24.5  － 

平成 20 年度 〔69.8〕 100.0  31.1  8.4  35.6  4.5  19.8  0.6  

注：〔 〕は、全事業所のうち、退職金制度がある事業所の割合である。      
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カ 復職後の職場・職種 

復職後の職場・職種については、「原則として原職又は原職相当職に復帰する」が

70.1％（平成 17 年度 66.0％）と最も多くなっており、「本人の希望を考慮し、会社

が決定する」が 19.8％（同 14.9％）、「会社の人事管理等の都合により決定する」が

9.0％（同 11.1％）となっている（表 35）。 

 

表 35 介護休業復職後の職場・職種の取扱い別事業所割合   （％） 

  事業所計 

原則として 

原職又は原職
相当職に 

復帰する 

本人の希望を

考慮し、会社
が決定する 

会社の人事管

理等の都合に
より決定する 

不明 

平成 17 年度 100.0  66.0  14.9  11.1  7.9  

平成 20 年度 100.0  70.1  19.8  9.0  1.1  

 

 

   キ 介護休業者に対する職業能力の維持、向上のための措置 

介護休業者に対する職業能力の維持、向上のための措置については、何らかの措置

を講じている事業所割合は 38.9％（平成 17 年度 24.1％）となっており、平成 17 年度

調査に比べ 14.8％上昇している。 

措置を講じている事業所における措置の内容（複数回答）をみると、「休業中の情

報提供（社内報、職場・仕事に関する情報）」が 71.8％（平成 17 年度 68.8％）、「職

場復帰のための講習」が 23.9％（同 26.8％）となっている（表 36）。 

 

表 36 介護休業者に対する職業能力の維持、向上のための措置の有無及び措置の内容別事業所割合(％）  

  事業所計 講じる 

措置の内容（複数回答） 

講じ 

ない 
不明 

休業中の 
情報提供
（社内報、職

場・仕事に関

する情報） 

職場復帰 

のための

講習 

その他 

平成 17 年度 100.0  24.1  (100.0) (68.8) (26.8) (13.0) 69.5  6.4  

平成 20 年度 100.0  38.9  (100.0) (71.8) (23.9) (17.9) 59.7  1.4  

 

 

（４）介護休業制度の利用状況 

   ア 介護休業者割合 

 常用労働者に占める介護休業者（平成 19 年 4 月 1 日から平成 20 年 3 月 31 日までに

介護休業を開始した者）の割合は 0.06％（平成 17 年度 0.04％）であり、男女別にみ

ると、女性は 0.11％（同 0.08％）、男性は 0.03％（同 0.02％）となっている（表 37、

付属統計表第５表）。 

 

          表 37 介護休業者割合          （％） 

  

男女計 女性 男性 

常用 

労働者計 
介護休業者 

女性常用 

労働者計 
介護休業者 

男性常用 

労働者計 
介護休業者 

平成 17 年度 100.0  0.04  100.0  0.08  100.0  0.02  

平成 20 年度 100.0  0.06  100.0  0.11  100.0  0.03  

注：「介護休業者」は、調査前年度１年間に介護休業を開始した者をいう。 
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イ 介護休業終了後の復職状況 

平成 19 年 4 月 1 日から平成 20 年 3 月 31 日までの 1 年間に復職予定であった者のう

ち、実際に復職した者は 82.1％（平成 17 年度 81.7％)、退職した者の割合は 17.9％（同

18.3％）であった。男女別にみると、女性は復職した者の割合は 85.2％（同 81.4％）、

退職した者の割合は 14.8％(同 18.6％)、男性は復職した者の割合は 75.6％（同 83.1％）、

退職した者の割合は 24.4％（同 16.9％）であった（表 38）。 

 

        表 38 介護休業終了後の復職者及び退職者割合        （％） 

  

男女計 女性 男性 

介護休業
取得者計 

復職者 退職者 
介護休業
取得者計 

復職者 退職者 
介護休業
取得者計 

復職者 退職者 

平成 17 年度 100.0  81.7  18.3  100.0  81.4  18.6  100.0  83.1  16.9  

平成 20 年度 100.0  82.1  17.9  100.0  85.2  14.8  100.0  75.6  24.4  

注：「介護休業取得者」は、調査前年度１年間に介護休業を終了し、復職予定であった者をいう。 

 

 

   ウ 介護休業の取得期間 

平成 19 年 4 月 1 日から平成 20 年 3 月 31 日までの 1 年間に介護休業を終了し、復

職した者の介護休業期間は、「1 か月～3 か月未満」が 34.7％（平成 17 年度 24.2％)

と最も多く、次いで「2 週間～1 か月未満」20.5％（同 4.2％）、「3 か月～6 か月未

満」13.3％（同 40.0％)の順となっている（表 39）。 

 

           表 39 取得期間別介護休業後復職者割合            (％） 

    

介護休

業後復

職者計 

１週間 
未満 

１週間 
～ 

２週間 
未満 

２週間 
～ 

１か月 
未満 

１か月 
～ 

３か月 
未満 

３か月 
～ 

６か月 
未満 

６か月 
～ 

１年 
未満 

１年 
以上 不 明 

男女計 
平成 17 年度 100.0 9.8 12.5 4.2 24.2 40.0 7.1 2.2 － 

平成 20 年度 100.0  11.9  3.9  20.5  34.7  13.3  3.1  1.3  11.2  

女性 
平成 17 年度 100.0 5.8 15.2 4.2 22.8 42.1 7.2 2.6 － 

平成 20 年度 100.0  6.7  4.8  24.1  37.9  17.4  2.0  1.6  5.5  

男性 
平成 17 年度 100.0  24.7  2.3  4.3  29.6  31.8  7.0  0.3  － 

平成 20 年度 100.0 24.0 2.0 12.3 27.2 4.0 5.7 0.5 24.3  

注：「介護休業後復職者」は、調査前年度１年間に介護休業を終了し、復職した者をいう。 

 

 

（５）介護休業取得者があった際の雇用管理 

介護休業取得者があった際の雇用管理については（複数回答）、「代替要員の補充を

行わず、同じ部門の他の社員で対応した」事業所は 66.3％（平成 17 年度 72.8％)、「事

業所内の他の部門又は他の事業所から人員を異動させた」事業所は 27.3％（同 8.5％)、

「派遣労働者やアルバイトなどを代替要員として雇用した」事業所は 7.6％（同 19.6％)

であった（表 40）。 
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  表 40 介護休業取得者があった際の雇用管理状況別事業所割合 （複数回答）   （％） 

  
介護休業取得者

のあった 

事業所計 

代替要員の補 

充を行わず、 
同じ部門の 

他の社員で 

対応した 

事業所内の他 

の部門又は他 
の事業所から 

人員を異動 

させた 

派遣労働者や 
アルバイトなど

を代替要員と 

して雇用した 

その他 不明 

平成 17 年度 100.0  72.8  8.5  19.6  2.2  0.3  

平成 20 年度 100.0  66.3  27.3  7.6  2.9  1.7  

  

 

２ 働きながら家族の介護を行う労働者に対する援助の措置に関する事項 

（１）介護のための勤務時間短縮等の措置の制度の導入状況 

ア 介護のための勤務時間短縮等の措置の制度の有無、利用可能期間 

介護のための勤務時間短縮等の措置の制度がある事業所の割合は 45.4％（平成 17

年度 38.3％）となっており、平成 17 年度調査に比べ 7.1％ポイント上昇している。 

産業別にみると、電気・ガス・熱供給・水道業（88.3％）、金融業，保険業（85.0％）、

複合サービス事業（80.5％）で制度がある事業所割合が高くなっている。事業所規模

別にみると、500 人以上 89.3％、100～499 人 77.6％、30～99 人 61.2％、5～29 人 41.0％

と規模が大きくなるほど制度がある事業所の割合が高くなっている。 

介護のための勤務時間短縮等の措置の制度がある事業所における最長で利用できる

期間をみると、「93 日」が 75.9％（平成 17 年度 75.2％）で最も多く、「1 年を超え

る期間」11.8％（同 8.3％）、「1 年」7.7％（同 10.5％）の順となっている（表 41、

付属統計表第６表）。 

 

表 41 介護のための勤務時間短縮等の措置の制度の有無及び最長利用可能期間別事業所割合 （％） 

  

事業所計 制度あり 

最長利用可能期間 

制度
なし 

不明 
93 日 

93 日

を超え
1 年 

未満 

1 年 
1 年を
超える

期間 

不明 

平成 17 年度 100.0  38.3  (100.0) (75.2) (5.4) (10.5) (8.3) (0.6) 61.7  0.0  

平成 20 年度 100.0  45.4  (100.0) (75.9) (4.6) (7.7) (11.8) (-) 54.2  0.4  
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イ 介護のための勤務時間短縮等の措置の各種制度の導入状況 

介護のための勤務時間短縮等の措置の各種制度の導入状況（複数回答）をみると、

「短時間勤務制度」が 39.9％（平成 17 年度 34.6％）、「始業・終業時刻の繰上げ・

繰下げ」が 20.7％（同 18.4％）、「介護の場合に利用できるフレックスタイム制度」

が 6.4％（同 5.8％）、「介護に要する経費の援助措置」が 1.8％（同 1.8％）となっ

ている（図７）。 

 

図７ 介護のための勤務時間短縮等の措置の制度の導入状況（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各措置の最長利用可能期間の状況をみると、「短時間勤務制度」については、「93

日」が最も多く 80.5％（平成 17 年度 77.8％）となっている。 

「始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ」については、「93 日」が最も多く 67.9％（平

成 17 年度 74.9％）、次いで「１年を超える期間」16.6％（同 9.0％）、「１年」10.2％

（同 10.0％）の順となっている（表 42）。 

 

表 42 介護のための短時間勤務制度等の措置の各制度の有無及び最長利用可能期間別事業所割合（％） 

    

事業 

所計 

制度 

あり 

最長利用可能期間 

    

93 日 

93 日 
を超え 

1 年 

未満 

1 年 
1 年を 
超える 

期間 

不明 

短時間勤務制度 
平成 17 年度 100.0 34.6  （100.0） (77.8) (4.2) (11.2) (6.1) (0.7) 

平成 20 年度 100.0 39.9  （100.0） (80.5) (5.1) (8.0) (6.4) （-） 

介護の場合に利用できる 

フレックスタイム制度 

平成 17 年度 100.0 5.8  （100.0） (58.0) (6.8) (13.4) (21.3) (0.5) 

平成 20 年度 100.0 6.4  （100.0） (60.6) (4.8) (13.2) (21.3) （-） 

始業・終業時刻の 

繰上げ・繰下げ 

平成 17 年度 100.0 18.4  （100.0） (74.9) (5.9) (10.0) (9.0) (0.2) 

平成 20 年度 100.0 20.7  （100.0） (67.9) (5.3) (10.2) (16.6) （-） 

介護に要する経費の 

援助措置 

平成 17 年度 100.0 1.8  （100.0） (41.1) (7.4) (25.7) (23.9) (1.9) 

平成 20 年度 100.0 1.8  （100.0） (56.3) (4.3) (8.2) (31.3) （-） 

 

 

ウ 介護のための短時間勤務制度の短縮時間、賃金の取扱い 

介護のための「短時間勤務制度」を導入している事業所について労働日 1 日に短縮

する時間の長さをみると、「1 時間以上 2 時間未満」が 51.8％（平成 17 年度 28.1％）

（％） 

34.6

5.8

1.8

39.9

6.4

20.7

18.4

1.8

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

短時間勤務制度

介護の場合に利用できる

フレックスタイム制度

始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ

介護に要する経費の援助措置

平成17年度

平成20年度
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と最も多く、「2 時間以上 3 時間未満」が 18.9％（同 48.9％）、「1 時間未満」が 10.3％

（同 1.0％）の順となっている（表 43）。 

また、「短時間勤務制度」を導入している事業所において、短時間勤務により短縮

した時間についての賃金の取扱いについては「無給」が 82.3％（平成 17 年度 81.4％）

で最も多く、「有給」が 8.5％（同 10.5％）、「一部有給」は 8.2％（同 7.5％）とな

っている（表 44）。 

 

   表 43 介護のための短時間勤務制度の短縮時間別事業所割合     （％） 

  
短時間勤務制度
がある事業所計 

１時間未満 
１時間以上
２時間未満 

２時間以上
３時間未満 

３時間以上 その他 不明 

平成 17 年度 100.0  1.0  28.1  48.9  15.5  4.0  2.4  

平成 20 年度 100.0  10.3  51.8  18.9  7.4  11.2  0.4  

 

表 44  介護のための短時間勤務制度の短縮時間分賃金の取扱い別事業所割合（％） 

  
短時間勤務制度
がある事業所計 

有給 一部有給 無給 不明 

平成 17 年度 100.0  10.5  7.5  81.4  0.5  

平成 20 年度 100.0  8.5  8.2  82.3  1.0  

 

 

（２）介護のための勤務時間短縮等の措置の利用状況 

介護のための勤務時間短縮等の措置の制度がある事業所における各措置の利用状況を

みると、平成 19 年 4 月 1 日から平成 20 年 3 月 31 日までの 1 年間に利用を開始した者（開

始予定の申出をしている者を含む。）がいた事業所の割合を措置ごとにみると、「短時

間勤務制度」1.1％（平成 17 年度 1.0％）、「介護の場合に利用できるフレックスタイ

ム制度」0.5％（同 0.3％）、「始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ」1.3％（同 0.6％）、

「介護に要する経費の援助措置」0.8％（同 0.7％）となっている（表 45）。 

また、措置の制度がある事業所における常用労働者のうち同期間の各措置の利用者の

割合をみると、「短時間勤務制度」0.04％（平成 17 年度 0.06％）、「介護の場合に利

用できるフレックスタイム制度」0.02％（同 0.01％）、「始業・終業時刻の繰上げ・繰

下げ」0.04％（同 0.01％）、「介護に要する経費の援助措置」0.04％（同 0.03％）とな

っている（表 46）。（注：平成 17 年度調査では同一労働者が期間内に２回以上利用した場合は１回として計上 

したが、平成 20 年度調査では、同一労働者が期間内に２回利用した場合は２人として計上した。なお、両調査とも同一

労働者が２つ以上の制度を利用した場合は、それぞれ１人として計上した。） 

 

第 45 表 介護のための勤務時間短縮等の措置の制度の利用者有り事業所割合（％） 

  
制度あり 

事業所計 

短時間勤務

制度 

介護の場合
に利用でき

るフレック

スタイム 
制度 

始業・終業 
時刻の 

繰上げ、 

繰下げ 

介護に要す

る経費の 

援助措置 

平成 17 年度 100.0  1.0  0.3  0.6  0.7  

平成 20 年度 100.0  1.1  0.5  1.3  0.8  

注：調査前年度１年間に各制度の利用を開始した者（開始予定の申出をしている者を含む。）がいた事業所の割合である。 
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第 46 表 介護のための勤務時間短縮等の措置の各制度の利用者割合（％） 

  

制度あり 
事業所 

の常用 

労働者計 

短時間勤務 

制度 

利用者 

介護の場合 

に利用でき 
るフレック 

スタイム 

制度 
利用者 

始業・終業 
時刻の 

繰上げ、 

繰下げ 
利用者 

介護に要す 
る経費の 

援助措置 

利用者 

平成 17 年度 100.0  0.06  0.01  0.01  0.03  

平成 20 年度 100.0  0.04  0.02  0.04  0.04  

注１：「利用者」は、調査前年度１年間に各制度の利用を開始した者（開始予定の申出をしている者を含む。）をいう。 

注２：平成 17 年度調査では同一労働者が期間内に２回以上利用した場合は１回として計上したが、平成 20 年度調査では、同

一労働者が期間内に２回利用した場合は２人として計上した。なお、両調査とも同一労働者が２つ以上の制度を利用し

た場合は、それぞれに１人として計上した。 
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29.8

94.2
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Ⅲ 子の看護休暇制度に関する事項 

１ 子の看護休暇制度の規定状況 

子の看護休暇制度の規定がある事業所の割合は、事業所規模 5 人以上では 46.2％（平成 17

年度 33.8％）となっており、平成 17 年度調査より 12.4％ポイント上昇している。事業所規

模 30 人以上では 67.2％（同 52.7％）となっており、平成 17 年度調査より 14.5％ポイント上

昇している（図８、９）。 

産業別にみると、金融業，保険業（89.6％）、電気・ガス・熱供給・水道業（85.9％）、

複合サービス事業（83.1％）で規定がある事業所の割合が高くなっている。事業所規模別に

みると、500 人以上 94.2％、100～499 人 82.9％、30～99 人 62.6％、5～29 人 41.5％と規模

が大きくなるほど規定がある事業所の割合が高くなっている（付属統計表第７表）。 

 

 図８ 子の看護休暇制度の規定あり事業所割合の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（注）平成 14 年度及び 16 年度は、規定の有無ではなく、制度（慣行、失効年次有給休暇の活用等も含む。）の有無につい

て質問している。 

 

図９ 事業所規模別子の看護休暇制度の規定あり事業所割合 –平成 20 年度、平成 17 年度- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3

26.5

33.8

46.2

9.8

34.4

52.7

67.2

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

平成14年度

平成16年度

平成17年度

平成20年度

5人以上

30人以上

（％） 

（％） 

平成 16 年育児・介護休業法改正（平成 17 年４月１日施行）により、新たに小学校就学の

始期に達するまでの子を養育する労働者は、労働者１人につき年５日まで、病気やけがをし

た子の世話をするための子の看護休暇を取得できることとなった。 
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２ 子の看護休暇制度の内容 

（１）利用可能期間 

子の看護休暇制度の規定がある事業所において、子が何歳になるまで子の看護休暇を

取得できるかについてみると、「小学校就学の始期に達するまで（法定どおり）」が 92.8％

（平成 17 年度 87.2％）と最も多くなっている（表 47）。 

 

  表 47 子の看護休暇制度の利用可能期間別事業所割合    （％） 

  

子の看護 

休暇制度 

規定あり 
事業所計 

小学校就

学の始期

に達する
まで（法定

どおり） 

小学校入

学～小学

校３年生
（又は９

歳）まで 

小学校４

年生～小

学校卒業 
（又は 12

歳）まで 

小学校卒

業以降も
対象 

不明 

平成 17 年度 100.0  87.2  1.4  1.7  9.6  0.1  

平成 20 年度 100.0  92.8  1.9  1.8  3.4  0.1  

 

 

（２）休暇日数 

子の看護休暇制度の規定がある事業所において、休暇日数の制限の有無や内容をみる

と、「制限あり」が 92.4％(平成 17 年度 90.4％)で、その制限の内容は、「同一の労働

者につき」が 67.2％（同 65.2％）、「同一の子につき」が 25.6％（同 30.3％）となっ

ている（表 48）。 

制限がある場合の１年間で取得できる休暇日数については、「同一の労働者につき」、

「同一の子につき」のいずれも「５日」が最も多く、それぞれ 92.9％、93.2％（平成 17

年度 91.6％、90.3％）となっている（表 49）。 

 

表 48 子の看護休暇制度の休暇日数の制限の有無及び制限の単位別事業所割合（％） 

  
子の看護休暇
制度の規定あ

り事業所計 

制限あり 

制限の単位 

制限なし 不明 
同一の
労働者

につき 

同一の
子につ

き 

その他 

平成 17 年度 100.0  90.4  (100.0) (65.2) (30.3) (4.5) 9.5  0.0  

平成 20 年度 100.0  92.4  (100.0) (67.2) (25.6) (7.2) 7.1  0.5  

 

 

表 49 子の看護休暇制度の休暇日数の制限日数別事業所割合    （％） 

    

子の看護休暇制度の 

休暇日数の制限 
あり事業所計 

5 日 
6 日～

10 日 

11 日～

20 日 
21 日～ 不明 

 

平成 17 年度 

同一の労働者につき 〔65.2〕 100.0  91.6  4.1  2.2  2.0  0.0   

同一の子につき 〔30.3〕 100.0  90.3  1.2  2.4  6.1  0.0   

その他 〔4.5〕 100.0  81.1  5.3  8.5  5.0  0.1   

平成 20 年度 

同一の労働者につき 〔67.2〕 100.0  92.9  3.5  1.2  1.7  0.7   

同一の子につき 〔25.6〕 100.0  93.2  2.6  0.6  3.6  0.0   

その他 〔7.2〕 100.0  81.3  9.4  3.6  5.4  0.2   

注：〔 〕は、全事業所のうち、「同一の労働者につき」、「同一の子につき」、「その他」により子の看護休暇の取得日数の制限がある事業所の割合である。  
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 （３）子以外で対象となる家族の範囲 

子の看護休暇制度の規定がある事業所において、子以外の家族についても看護休暇制

度の対象としている事業所は 10.2％（平成 17 年度 19.9％）で、その対象となる家族を

みると（複数回答）、「配偶者」を対象とする事業所割合は 81.3％（同 85.0％）、「本

人の父母」は 74.1％（同 80.2％）、「配偶者の父母」は 64.6％（同 72.1％）となって

いる（表 50）。 

 

     表 50 子以外で看護休暇制度の対象としている家族の範囲別事業所割合   （％） 

  

子の看護
休暇制度

規定あり 

事業所計 

対象と 

して 

いる 

                  
対象と

して 

いない 

不明 

対象家族（複数回答） 
対象に 

制限 

なし 

不明 
配偶者 

本人の 

父母 

配偶者

の父母 
祖父母 

兄弟 

姉妹 
孫 その他 

平成 17 年度 100.0  19.9  (100.0) (85.0) (80.2) (72.1) (52.0) (47.4) (44.0) (12.6) (12.4) (0.0) 80.1  0.1  

平成 20 年度 100.0  10.2  (100.0) (81.3) (74.1) (64.6) (31.9) (30.7) (31.2) (19.1) (13.4) (1.5) 89.4  0.4  

 

 

（４）子の看護休暇制度の対象労働者 

子の看護休暇制度の規定がある事業所において、労使協定で除外できることとなって

いる者について、子の看護休暇制度の対象としている事業所は、「所定労働日数が週 2

日以下の者」については 20.3％（平成 17 年度 18.7％）、「勤続６か月未満の者」につ

いては 28.7％（同 27.1％）、となっている（表 51）。 

 

表 51 子の看護休暇制度の対象労働者の状況別事業所割合 （％） 

  
子の看護休暇制度 

規定あり事業所計 

子の看護休暇制度の対象としている労働者の種類 

所定労働日数が 
週２日以下の者 

勤続 6 か月 
未満の者 

平成 17 年度 100.0  18.7  27.1  

平成 20 年度 100.0  20.3  28.7  

 

 

（５）子の看護休暇を取得した場合の賃金の取扱い 

子の看護休暇を取得した場合の賃金の取扱いについては「無給」が 64.2％（平成 17

年度 62.5％）と最も多くなっており、「有給」が 20.6％（平成 17 年度 16.5％）、「一

部有給」が 13.2％（同 9.3％）となっている（表 52）。 

 

表 52 子の看護休暇を取得した場合の賃金の取扱い別事業所割合（％） 

  事業所計 有給 一部有給 無給 不明 

平成 17 年度 100.0  16.5  9.3  62.5  11.7  

平成 20 年度 100.0  20.6  13.2  64.2  2.0  
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（６）子の看護休暇制度の利用状況 

就学前までの子を持つ労働者がいる事業所のうち、平成 19 年 4 月 1 日から平成 20 年

3 月 31 日までの間に子の看護休暇の取得者がいた事業所の割合は 12.7％であった。取得

者がいた事業所のうち、男女労働者ともに看護休暇を取得した事業所は 18.2％、女性労

働者のみ看護休暇を取得した事業所は 58.9％、男性労働者のみ看護休暇を取得した事業

所は 23.0％であった（表 53）。 

 

       表 53 子の看護休暇取得状況別事業所割合          （％） 

  
就学前までの子を
持つ労働者がいる

事業所計 

子の看護休暇 

取得者あり 

男女別取得者の状況 

男女労働者とも

に取得者あり 

女性労働者のみ

取得者あり 

男性労働者のみ

取得者あり 

平成 20 年度 
〔22.3〕 100.0  12.7     

    (100.0) (18.2) (58.9) (23.0) 

注 1：〔 〕は、全事業所のうち、就学前までの子を持つ労働者がいる事業所の割合である。 

注 2：「子の看護休暇取得者」は、調査前年度１年間（平成 19 年 4 月 1 日～平成 20 年 3 月 31 日）に子の看護休暇を取得した者をいう。 

 

 

就学前までの子を持つ女性労働者に占める子の看護休暇取得者の割合は 15.2％で、取

得者の取得日数については、「1～3 日」が 48.7％で最も多く、次いで「5 日」30.0％、

「4 日」11.0％の順となっている。 

また、就学前までの子を持つ男性労働者に占める子の看護休暇取得者の割合は 2.8％

で、取得者の取得日数については、「1～3 日」が 80.8％で最も多く、次いで「5 日」10.4％、

「4 日」4.6％の順となっている（表 54）。 

 

     表 54 子の看護休暇取得者割合及び取得日数別取得者割合   （％） 

  

就学前ま

での子を

持つ労働

者計 

子の看護休暇

取得者 

取得日数 

1～3 日 4 日 5 日 6 日 7～9 日 
10 日 

以上 

女性 100.0  15.2  (100.0) (48.7) (11.0) (30.0) (1.0) (1.7) (7.6) 

男性 100.0  2.8  (100.0) (80.8) (4.6) (10.4) (0.1) (4.1) (0.1) 

注：「子の看護休暇取得者」は、調査前年度１年間（平成 19 年 4 月 1 日～平成 20 年 3 月 31 日）に子の看護休暇を取得した者をいう。 
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Ⅳ 時間外労働・深夜業の制限に関する事項 

１ 時間外労働の制限の制度に関する事項 

育児を行う労働者のための時間外労働の制限の規定がある事業所の割合は 42.9％となって

いる。規定がある事業所における対象となる子の年齢は、「小学校就学始期まで」が 92.4％

と最も多くなっている。また、家族の介護を行う労働者のための時間外労働の制限の規定が

ある事業所の割合は 41.2％となっている（表 55、56）。 

平成 19 年 4 月 1 日から平成 20 年 3 月 31 日までに時間外労働を行った労働者がいる事業所

について規定の有無をみると、育児を行う労働者のための時間外労働の制限の規定がある事

業所の割合は 52.0％（平成 17 年度 39.7％）、家族の介護を行う労働者のための時間外労働

の制限の規定がある事業所の割合は 47.9％（同 37.7％）となっている。 

 

表 55 育児を行う労働者のための時間外労働の制限の規定の有無及び利用可能期間別事業所割合  （％） 

  事業所計 規定あり 

利用可能期間 

規定 

なし 
不明 

小学校就

学始期 

まで 

小学校

入学～
小学校

３年生

（又は
９歳） 

まで 

小学校

４年生
～小学

校卒業

（又は
12 歳）

まで 

小学校
卒業以

降も利

用可能 

不明 

平成 20 年度 100.0  42.9  (100.0) (92.4) (3.0) (1.4) (1.1) (2.2) 56.5  0.6  

 

表 56 家族の介護を行う労働者のための時間外労働の制限の規定の有無別事業所割合（％） 

  事業所計 規定あり 規定なし 不明 

平成 20 年度 100.0  41.2  57.8  1.0  

 

 

２ 深夜業の制限の制度に関する事項 

育児を行う労働者のための深夜業の制限の規定がある事業所は 43.3％、家族の介護を行う

労働者のための深夜業の制限の規定がある事業所は 42.7％となっている（表 57、58）。 

平成 19 年 4 月 1 日から平成 20 年 3 月 31 日までに深夜業を行った労働者がいる事業所につ

いて規定の有無をみると、育児を行う労働者のための深夜業の制限の規定がある事業所の割

合は 61.5％（平成 17 年度 50.1％）、家族の介護を行う労働者のための時間外労働の制限の

規定がある事業所の割合は 60.9％（同 49.0％）となっている。 

 

表 57 育児を行う労働者のための深夜業の制限の規定の有無別事業所割合 （％） 

  事業所計 規定あり 規定なし 不明 

平成 20 年度 100.0  43.3  55.9  0.7  

 

表 58 家族の介護を行う労働者のための深夜業の制限の規定の有無別事業所割合 （％） 

  事業所計 規定あり 規定なし 不明 

平成 20 年度 100.0  42.7  56.6  0.7  
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Ⅴ 配偶者出産休暇制度に関する事項 

１ 配偶者出産休暇制度の導入状況 

配偶者出産休暇制度がある事業所の割合は 36.0％（平成 17 年度 33.0％）で平成 17 年度調

査に比べ 3.0％ポイント上昇している。産業別にみると、電気・ガス・熱供給・水道業（85.2％）、

複合サービス事業（82.6％）、金融業，保険業（68.0％）で制度がある事業所の割合は高く

なっている。事業所規模別にみると、500 人以上 81.0％、100～499 人 62.8％、30～99 人で

48.5％、5～29 人で 32.4％と規模が大きくなるほど制度がある事業所割合は高くなっている

が、特に 500 人以上で制度がある事業所割合が高くなっている（図 10、11、付属統計表第８

表）。 

 

図 10 配偶者出産休暇制度あり事業所割合の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 11 事業所規模別配偶者出産休暇制度あり事業所割合 –平成 20 年度、平成 17 年度- 
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配偶者出産休暇制度がある事業所における配偶者の出産１回につき取得できる休暇日数

については、「1 日～5 日」が 91.7％（平成 17 年度 94.6％）と最も多くなっている。また、

休暇中の賃金の取扱いについては、「有給」が 82.8％（同 84.7％）と最も多く、「無給」

12.4％（同 12.3％）、「一部有給」4.2％（同 3.0％）となっている（表 59、60）。 

 

     表 59 配偶者出産休暇制度の有無及び取得可能日数別事業所割合   （％） 

  
事業所

計 
制度あり 

取得可能日数 

制度

なし 
不明 1 日～ 

5 日 

6 日～ 

10 日 

11 日～ 

15 日 

16 日～ 

20 日 

21 日 

以上 
その他 不明 

平成 17 年度 100.0  33.0  (100.0) (94.6) (3.0) (0.5) (0.0) (0.6) (0.7) (0.5) 67.0  0.0  

平成 20 年度 100.0  36.0  (100.0) (91.7) (2.7) (0.3) (0.1) (1.3) (4.0) (0.0) 63.7  0.3  

 

 

表 60 配偶者出産休暇を取得した場合の賃金の取扱い別事業所割合 （％） 

  

配偶者出産

休暇制度 

あり 
事業所計 

有給 一部有給 無給 不明 

平成 17 年度 100.0  84.7  3.0  12.3  0.0  

平成 20 年度 100.0  82.8  4.2  12.4  0.7  

 

 

２ 配偶者出産休暇制度の利用状況 

配偶者出産休暇制度がある事業所において、平成 19 年 4 月 1 日から平成 20 年 3 月 31 日ま

での間に配偶者が出産した男性労働者に占める休暇利用者の割合は 55.6％（平成 17 年度

55.6％）であり、平成 17 年度調査と同じ値であった。 

 

 



 - 36 - 

（％）

事業所計 規定あり 規定なし 不明

総　数 100.0 66.4 33.5 0.1

産　業

鉱業，採石業，砂利採取業 100.0 73.7 26.3 －

建設業 100.0 51.8 48.2 －

製造業 100.0 56.0 44.0 －

食料品等製造業 100.0 56.6 43.4 －
繊維工業 100.0 51.4 48.6 －
木材等製造業 100.0 39.7 60.3 －
紙等製造業 100.0 64.3 35.7 －
印刷関連製造業 100.0 62.5 37.5 －
化学製品等製造業 100.0 79.8 20.2 －
ゴム・革製品等製造業 100.0 54.5 45.5 －
窯業・土石製造業 100.0 66.3 33.7 －
鉄鋼業等製造業 100.0 54.9 45.1 －
金属製品製造業 100.0 46.8 53.2 －
一般機械器具製造業 100.0 46.1 53.9 －
電気機械器具等製造業 100.0 66.3 33.7 －
輸送用機械器具製造業 100.0 67.0 33.0 －
その他製造業 100.0 51.0 49.0 －

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 95.0 5.0 －

情報通信業 100.0 79.9 20.1 －

運輸業，郵便業 100.0 69.6 30.4 －

卸売業，小売業 100.0 64.8 35.2 －

卸売業 100.0 71.0 29.0 －
小売業 100.0 60.2 39.8 －

金融業，保険業 100.0 96.5 3.5 －

不動産業，物品賃貸業 100.0 70.8 29.2 －

学術研究，専門・技術サービス業 100.0 57.4 42.5 0.1

学術・開発研究機関 100.0 89.9 9.1 1.0

専門サービス業 100.0 58.7 41.3 －
広告業 100.0 63.0 37.0 －
技術サービス業 100.0 52.2 47.8 －

宿泊業，飲食サービス業 100.0 58.0 42.0 －

宿泊業 100.0 51.7 48.3 －
飲食店 100.0 59.9 40.1 －
飲食サービス業 100.0 52.5 47.5 －

生活関連サービス業，娯楽業 100.0 65.3 34.7 －

洗濯・理容・美容・浴場業 100.0 49.1 50.9 －
その他の生活関連サービス業 100.0 80.3 19.7 －
娯楽業 100.0 71.8 28.2 －

教育，学習支援業 100.0 82.4 17.6 －

医療，福祉 100.0 76.3 22.7 1.0

複合サービス事業 100.0 93.2 6.8 －

サービス業（他に分類されないもの） 100.0 69.5 30.5 0.0

廃棄物処理業 100.0 55.5 44.5 －
自動車整備業 100.0 59.1 40.9 －
機械等修理業 100.0 73.1 26.9 －
職業紹介・労働者派遣業 100.0 81.7 18.3 －
その他の事業サービス業 100.0 73.0 27.0 －
政治・経済・文化団体 100.0 80.6 19.4 －
宗教 100.0 27.3 72.5 0.2

その他のサービス業 100.0 75.8 24.2 －

事業所規模

500人以上 100.0 99.8 0.2 －

100～499人 100.0 97.2 2.8 －

30～99人 100.0 86.4 13.6 0.0

５～29人 100.0 61.4 38.5 0.1

30人以上（再掲） 100.0 88.8 11.2 0.0

労働組合の有無

あり 100.0 96.2 3.8 0.0

なし 100.0 58.7 41.2 0.1

第１表　育児休業制度の規定の有無別事業所割合



 - 37 - 

（％）

出産した
女性労働者計

育児休業者
配偶者が
出産した

男性労働者計
育児休業者

総　数 100.0 90.6 100.0 1.23 100.0 97.4 2.6

産　業

鉱業，採石業，砂利採取業 100.0 68.9 100.0 0.58 100.0 84.5 15.5

建設業 100.0 98.5 100.0 0.01 100.0 100.0 0.0

製造業 100.0 88.8 100.0 0.94 100.0 96.9 3.1

食料品等製造業 100.0 83.9 100.0 2.81 100.0 93.7 6.3

繊維工業 100.0 92.1 100.0 3.18 100.0 97.7 2.3

木材等製造業 100.0 92.4 100.0 0.06 100.0 99.7 0.3

紙等製造業 100.0 92.0 100.0 1.00 100.0 96.5 3.5

印刷関連製造業 100.0 89.1 100.0 0.57 100.0 98.3 1.7

化学製品等製造業 100.0 88.8 100.0 1.38 100.0 95.6 4.4

ゴム・革製品等製造業 100.0 95.7 100.0 0.10 100.0 99.6 0.4

窯業・土石製造業 100.0 97.1 100.0 0.78 100.0 97.0 3.0

鉄鋼業等製造業 100.0 95.8 100.0 0.18 100.0 98.5 1.5

金属製品製造業 100.0 95.0 100.0 3.01 100.0 86.2 13.8

一般機械器具製造業 100.0 94.5 100.0 0.13 100.0 99.4 0.6

電気機械器具等製造業 100.0 82.8 100.0 0.42 100.0 99.1 0.9

輸送用機械器具製造業 100.0 91.3 100.0 0.16 100.0 99.0 1.0

その他製造業 100.0 91.7 100.0 1.24 100.0 95.3 4.7

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 98.9 100.0 3.88 100.0 83.5 16.5

情報通信業 100.0 95.4 100.0 0.97 100.0 96.7 3.3

運輸業，郵便業 100.0 89.1 100.0 0.17 100.0 99.3 0.7

卸売業，小売業 100.0 94.8 100.0 2.23 100.0 94.5 5.5

卸売業 100.0 97.5 100.0 3.62 100.0 90.2 9.8

小売業 100.0 93.1 100.0 1.09 100.0 97.5 2.5

金融業，保険業 100.0 94.7 100.0 0.30 100.0 99.4 0.6

不動産業，物品賃貸業 100.0 98.2 100.0 1.05 100.0 93.9 6.1

学術研究，専門・技術サービス業 100.0 89.9 100.0 2.22 100.0 93.4 6.6

学術・開発研究機関 100.0 87.7 100.0 0.73 100.0 97.4 2.6

専門サービス業 100.0 88.4 100.0 0.22 100.0 99.6 0.4

広告業 100.0 74.7 100.0 0.66 100.0 98.0 2.0

技術サービス業 100.0 99.4 100.0 4.35 100.0 83.7 16.3

宿泊業，飲食サービス業 100.0 93.9 100.0 0.26 100.0 99.2 0.8

宿泊業 100.0 83.1 100.0 1.20 100.0 97.8 2.2

飲食店 100.0 100.0 100.0 － 100.0 100.0 －

飲食サービス業 100.0 96.4 100.0 1.17 100.0 98.9 1.1

生活関連サービス業，娯楽業 100.0 87.4 100.0 4.78 100.0 87.7 12.3

洗濯・理容・美容・浴場業 100.0 94.9 100.0 3.31 100.0 94.3 5.7

その他の生活関連サービス業 100.0 99.9 100.0 － 100.0 100.0 －

娯楽業 100.0 58.8 100.0 6.32 100.0 59.8 40.2

教育，学習支援業 100.0 85.7 100.0 2.24 100.0 96.6 3.4

医療，福祉 100.0 87.6 100.0 0.57 100.0 99.8 0.2

複合サービス事業 100.0 96.3 100.0 0.43 100.0 99.2 0.8

サービス業（他に分類されないもの） 100.0 90.2 100.0 1.94 100.0 94.9 5.1

廃棄物処理業 100.0 77.7 100.0 1.15 100.0 96.0 4.0

自動車整備業 100.0 96.1 100.0 0.34 100.0 98.0 2.0

機械等修理業 100.0 98.4 100.0 0.21 100.0 98.8 1.2

職業紹介・労働者派遣業 100.0 95.4 100.0 － 100.0 100.0 －

その他の事業サービス業 100.0 86.8 100.0 4.50 100.0 79.7 20.3

政治・経済・文化団体 100.0 88.5 100.0 0.68 100.0 99.2 0.8

宗教 100.0 66.2 100.0 0.60 100.0 98.9 1.1

その他のサービス業 100.0 78.3 100.0 － 100.0 100.0 －

事業所規模

500人以上 100.0 90.1 100.0 1.12 100.0 97.1 2.9

100～499人 100.0 89.2 100.0 1.36 100.0 97.5 2.5

30～99人 100.0 88.1 100.0 1.11 100.0 97.7 2.3

５～29人 100.0 93.4 100.0 1.25 100.0 97.4 2.6

30人以上（再掲） 100.0 89.0 100.0 1.22 100.0 97.5 2.5

労働組合の有無

あり 100.0 92.1 100.0 0.78 100.0 98.2 1.8

なし 100.0 89.6 100.0 1.58 100.0 96.9 3.1

育児休業制度の規定の有無

あり 100.0 92.1 100.0 0.78 100.0 98.2 1.8

なし 100.0 89.6 100.0 1.58 100.0 96.9 3.1
注：調査前年度１年間（平成19年4月1日～平成20年3月31日）に出産した者又配偶者が出産した者のうち、調査時点(平成20年10月1日)までに育児休業を開始した者

   （開始の予定の申出をしている者を含む。）の割合である。

第２表　育児休業者割合

女性 男性

育児休業者計 女性 男性
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（％）

３歳に達す
るまで

３歳～小学
校就学前の
一定の年齢

まで

小学校就学
の始期に達
するまで

小学校入学
～小学校３
年生（又は
９歳）まで

小学校４年
生～小学校
卒業（又は
12歳）まで

小学校卒業
以降も利用

可能

【再掲】
「小学校就
学の始期に
達するま
で」以上

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ③～⑥

総　数 100.0 49.3 21.3 2.8 16.9 3.2 1.4 3.8 25.3 50.2 0.5

(100.0) (43.1) (5.7) (34.3) (6.4) (2.8) (7.6) (51.2)

産　業

鉱業，採石業，砂利採取業 100.0 56.5 43.5 －

(100.0) (41.1) (3.6) (47.2) (1.5) (－) (6.6) (55.3)

建設業 100.0 33.3 66.7 －

(100.0) (54.9) (5.5) (25.4) (5.5) (0.9) (7.9) (39.7)

製造業 100.0 39.2 60.5 0.3

(100.0) (43.4) (5.1) (36.1) (3.5) (3.7) (8.2) (51.4)

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 88.9 11.1 －

(100.0) (12.8) (2.9) (39.0) (21.1) (3.2) (20.9) (84.3)

情報通信業 100.0 63.1 36.9 －

(100.0) (40.7) (7.7) (15.7) (12.6) (7.2) (16.1) (51.6)

運輸業，郵便業 100.0 51.9 47.7 0.4

(100.0) (46.0) (3.0) (38.5) (10.2) (0.0) (2.4) (51.0)

卸売業，小売業 100.0 48.9 50.3 0.7

(100.0) (42.6) (7.2) (35.1) (3.2) (3.3) (8.6) (50.2)

金融業，保険業 100.0 90.2 8.7 1.2

(100.0) (35.4) (4.4) (47.7) (4.4) (0.9) (7.2) (60.2)

不動産業，物品賃貸業 100.0 57.7 42.3 0.0

(100.0) (35.4) (7.2) (41.9) (5.5) (6.6) (3.4) (57.4)

学術研究，専門・技術サービス業 100.0 43.7 56.0 0.3

(100.0) (43.2) (3.1) (34.5) (6.3) (1.6) (11.4) (53.8)

宿泊業，飲食サービス業 100.0 38.9 60.9 0.3

(100.0) (42.3) (6.0) (29.5) (1.6) (10.0) (10.6) (51.7)

生活関連サービス業，娯楽業 100.0 53.1 46.8 0.0

(100.0) (44.7) (6.1) (33.7) (4.0) (4.0) (7.5) (49.2)

教育，学習支援業 100.0 57.6 40.8 1.6

(100.0) (64.3) (2.5) (20.1) (0.6) (0.0) (12.5) (33.2)

医療，福祉 100.0 51.4 47.5 1.0

(100.0) (45.0) (5.0) (40.9) (1.3) (1.9) (5.9) (50.0)

複合サービス事業 100.0 83.8 16.2 －

(100.0) (26.3) (4.8) (22.7) (46.0) (－) (0.1) (68.8)

サービス業（他に分類されないもの） 100.0 49.8 49.4 0.9

(100.0) (42.7) (8.0) (34.3) (5.1) (2.2) (7.6) (49.3)

事業所規模

500人以上 100.0 95.8 4.1 0.0

(100.0) (21.0) (3.7) (33.9) (18.0) (8.9) (14.5) (75.2)

100～499人 100.0 83.8 16.2 0.1

(100.0) (34.2) (5.6) (40.8) (8.8) (4.1) (6.4) (60.2)

30～99人 100.0 64.5 35.1 0.5

(100.0) (45.0) (4.9) (33.9) (7.5) (3.8) (4.9) (50.1)

５～29人 100.0 45.0 54.4 0.6

(100.0) (43.6) (5.9) (33.9) (5.9) (2.4) (8.3) (50.5)

30人以上（再掲） 100.0 68.9 30.7 0.4

(100.0) (41.8) (5.0) (35.6) (8.0) (4.0) (5.5) (53.1)

労働組合の有無

あり 100.0 83.8 15.6 0.5

(100.0) (33.2) (6.0) (36.8) (15.2) (3.2) (5.7) (60.8)

なし 100.0 40.4 59.1 0.5

(100.0) (48.5) (5.5) (33.0) (1.7) (2.7) (8.7) (46.0)

育児休業制度の規定の有無

あり 100.0 70.8 28.8 0.4

(100.0) (44.7) (5.7) (35.1) (6.6) (2.6) (5.3) (49.6)

なし 100.0 7.1 92.5 0.4

(100.0) (12.2) (4.3) (19.7) (2.2) (7.3) (54.3) (83.5)

制度なし

第３表　育児のための勤務時間短縮等の措置の制度の有無及び最長利用可能期間別事業所割合

事業所計 制度あり

最長利用可能期間

不明
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事業所計 規定あり 規定なし 不明

総　数 100.0 61.7 38.2 0.1

産　業

鉱業，採石業，砂利採取業 100.0 67.8 32.2 －

建設業 100.0 45.0 55.0 －

製造業 100.0 52.6 47.4 －

食料品等製造業 100.0 56.4 43.6 －

繊維工業 100.0 47.5 52.5 －

木材等製造業 100.0 39.4 60.6 －

紙等製造業 100.0 57.0 43.0 －

印刷関連製造業 100.0 57.3 42.7 －

化学製品等製造業 100.0 77.0 23.0 －

ゴム・革製品等製造業 100.0 49.2 50.8 －

窯業・土石製造業 100.0 62.4 37.6 －

鉄鋼業等製造業 100.0 50.5 49.5 －

金属製品製造業 100.0 43.5 56.5 －

一般機械器具製造業 100.0 44.4 55.6 －

電気機械器具等製造業 100.0 61.7 38.3 －

輸送用機械器具製造業 100.0 60.9 39.1 －

その他製造業 100.0 45.7 54.3 －

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 94.3 5.7 －

情報通信業 100.0 68.3 31.7 －

運輸業，郵便業 100.0 66.8 33.2 －

卸売業，小売業 100.0 60.0 40.0 －

卸売業 100.0 68.8 31.2 －

小売業 100.0 53.6 46.4 －

金融業，保険業 100.0 94.2 5.8 －

不動産業，物品賃貸業 100.0 65.0 35.0 －

学術研究，専門・技術サービス業 100.0 51.0 49.0 0.1

学術・開発研究機関 100.0 84.5 14.5 1.0

専門サービス業 100.0 53.5 46.5 －

広告業 100.0 52.2 47.8 －

技術サービス業 100.0 45.7 54.3 －

宿泊業，飲食サービス業 100.0 52.8 47.2 －

宿泊業 100.0 47.0 53.0 －

飲食店 100.0 54.7 45.3 －

飲食サービス業 100.0 46.9 53.1 －

生活関連サービス業，娯楽業 100.0 62.9 37.1 －

洗濯・理容・美容・浴場業 100.0 46.6 53.4 －

その他の生活関連サービス業 100.0 78.5 21.5 －

娯楽業 100.0 69.3 30.7 －

教育，学習支援業 100.0 73.4 26.6 －

医療，福祉 100.0 71.7 27.3 1.0

複合サービス事業 100.0 94.0 6.0 －

サービス業（他に分類されないもの） 100.0 65.0 34.5 0.5

廃棄物処理業 100.0 53.1 46.9 －

自動車整備業 100.0 48.4 51.6 －

機械等修理業 100.0 67.5 32.5 －

職業紹介・労働者派遣業 100.0 75.9 24.1 －

その他の事業サービス業 100.0 71.3 27.4 1.3

政治・経済・文化団体 100.0 73.9 26.1 －

宗教 100.0 26.1 73.7 0.2

その他のサービス業 100.0 76.1 23.9 －

事業所規模

500人以上 100.0 99.6 0.4 －

100～499人 100.0 95.4 4.6 －

30～99人 100.0 82.6 17.4 0.0

５～29人 100.0 56.5 43.4 0.1

30人以上（再掲） 100.0 85.5 14.5 0.0

労働組合の有無

あり 100.0 93.9 6.0 0.0

なし 100.0 53.4 46.5 0.2

第４表　介護休業制度の規定の有無別事業所割合
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常用
労働者計

介護
休業者

女性常用
労働者計

介護
休業者

男性常用
労働者計

介護
休業者

総　数 100.0 0.06 100.0 0.11 100.0 0.03 100.0 74.4 25.6

産　業

鉱業，採石業，砂利採取業 100.0 － 100.0 － 100.0 － － － －

建設業 100.0 0.00 100.0 0.01 100.0 0.00 100.0 55.7 44.3

製造業 100.0 0.04 100.0 0.10 100.0 0.01 100.0 77.3 22.7

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 0.03 100.0 0.16 100.0 0.02 100.0 52.8 47.2

情報通信業 100.0 0.04 100.0 0.09 100.0 0.03 100.0 49.9 50.1

運輸業，郵便業 100.0 0.05 100.0 0.20 100.0 0.01 100.0 80.5 19.5

卸売業，小売業 100.0 0.07 100.0 0.11 100.0 0.05 100.0 66.6 33.4

金融業，保険業 100.0 0.06 100.0 0.12 100.0 0.00 100.0 96.1 3.9

不動産業，物品賃貸業 100.0 0.02 100.0 0.00 100.0 0.03 100.0 1.4 98.6

学術研究，専門・技術サービス業 100.0 0.03 100.0 0.05 100.0 0.02 100.0 45.5 54.5

宿泊業，飲食サービス業 100.0 0.09 100.0 0.06 100.0 0.14 100.0 35.8 64.2

生活関連サービス業，娯楽業 100.0 0.01 100.0 0.01 100.0 0.01 100.0 51.1 48.9

教育，学習支援業 100.0 0.09 100.0 0.10 100.0 0.08 100.0 52.4 47.6

医療，福祉 100.0 0.16 100.0 0.20 100.0 0.03 100.0 95.9 4.1

複合サービス事業 100.0 0.01 100.0 0.02 100.0 0.01 100.0 59.2 40.8

100.0 0.05 100.0 0.07 100.0 0.04 100.0 52.6 47.4

事業所規模

500人以上 100.0 0.04 100.0 0.10 100.0 0.02 100.0 74.4 25.6

100～499人 100.0 0.06 100.0 0.12 100.0 0.02 100.0 80.3 19.7

30～99人 100.0 0.07 100.0 0.13 100.0 0.02 100.0 85.0 15.0

５～29人 100.0 0.07 100.0 0.10 100.0 0.04 100.0 62.7 37.3

30人以上（再掲） 100.0 0.06 100.0 0.12 100.0 0.02 100.0 81.8 18.2

労働組合の有無

あり 100.0 0.07 100.0 0.13 100.0 0.03 100.0 65.6 34.4

なし 100.0 0.06 100.0 0.11 100.0 0.02 100.0 79.8 20.2

介護休業制度の規定の有無

あり 100.0 0.07 100.0 0.13 100.0 0.02 100.0 79.1 20.9

なし 100.0 0.05 100.0 0.05 100.0 0.04 100.0 46.8 53.2

注：「介護休業者」は、調査前年度１年間（平成19年4月1日～平成20年3月31日）に介護休業を開始した者をいう。

サービス業（他に分類されないもの）

介護休業
者計

女性 男性

第５表　介護休業者割合

女性 男性男女計



- 41 -

（％）

93日
93日を超え
1年未満

1年
1年を超え
る期間

総　数 100.0 45.4 54.2 0.4

(100.0) (75.9) (4.6) (7.7) (11.8)

産　業

鉱業，採石業，砂利採取業 100.0 44.6 55.4 －

(100.0) (86.6) (5.4) (3.8) (4.2)

建設業 100.0 32.1 67.9 －

(100.0) (80.2) (1.1) (4.3) (14.4)

製造業 100.0 36.9 63.1 0.0

(100.0) (80.6) (3.9) (7.6) (7.9)

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 88.3 11.7 －

(100.0) (21.8) (6.3) (7.3) (64.6)

情報通信業 100.0 53.3 46.7 －

(100.0) (45.9) (10.6) (22.3) (21.2)

運輸業，郵便業 100.0 52.1 47.4 0.5

(100.0) (82.7) (1.2) (5.3) (10.9)

卸売業，小売業 100.0 43.2 56.5 0.4

(100.0) (79.0) (5.1) (8.6) (7.3)

金融業，保険業 100.0 85.0 13.8 1.2

(100.0) (55.2) (1.2) (24.3) (19.3)

不動産業，物品賃貸業 100.0 50.2 49.8 －

(100.0) (73.3) (8.3) (5.8) (12.6)

学術研究，専門・技術サービス業 100.0 38.9 61.0 0.1

(100.0) (77.6) (7.5) (5.4) (9.4)

宿泊業，飲食サービス業 100.0 31.9 67.9 0.3

(100.0) (88.0) (3.8) (2.8) (5.4)

生活関連サービス業，娯楽業 100.0 47.1 52.9 0.0

(100.0) (83.9) (2.9) (7.7) (5.4)

教育，学習支援業 100.0 47.9 49.2 2.9

(100.0) (75.0) (15.0) (1.0) (8.9)

医療，福祉 100.0 50.7 48.3 1.0

(100.0) (89.2) (4.4) (1.0) (5.4)

複合サービス事業 100.0 80.5 19.5 －

(100.0) (46.1) (9.5) (2.3) (42.1)

サービス業（他に分類されないもの） 100.0 47.8 51.3 0.9

(100.0) (74.0) (4.0) (9.6) (12.5)

事業所規模

500人以上 100.0 89.3 10.6 0.1

(100.0) (36.4) (11.3) (23.2) (29.1)

100～499人 100.0 77.6 22.2 0.2

(100.0) (64.7) (6.8) (13.5) (15.0)

30～99人 100.0 61.2 38.3 0.4

(100.0) (75.3) (5.6) (10.1) (9.1)

５～29人 100.0 41.0 58.6 0.4

(100.0) (77.3) (4.1) (6.5) (12.1)

30人以上（再掲） 100.0 65.0 34.6 0.4

(100.0) (71.9) (6.0) (11.2) (10.9)

労働組合の有無

あり 100.0 79.8 19.6 0.6

(100.0) (54.4) (8.3) (15.1) (22.2)

なし 100.0 36.4 63.2 0.4

(100.0) (88.1) (2.5) (3.5) (5.9)

介護休業制度の規定の有無

あり 100.0 71.5 28.2 0.3

(100.0) (76.5) (4.7) (7.7) (11.1)

なし 100.0 3.2 96.5 0.3

(100.0) (53.4) (1.8) (7.1) (37.7)

第６表　介護のための勤務時間短縮等の措置の制度の有無及び最長利用期間別事業所割合

事業所計 制度あり

最長利用期間

制度なし 不明
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事業所計 規定あり 規定なし 不明

総　数 100.0 46.2 53.6 0.2

産　業

鉱業，採石業，砂利採取業 100.0 47.2 52.8 －

建設業 100.0 29.8 70.2 －

製造業 100.0 36.1 63.9 －

食料品等製造業 100.0 36.4 63.6 －

繊維工業 100.0 28.5 71.5 －

木材等製造業 100.0 20.4 79.6 －

紙等製造業 100.0 39.0 61.0 －

印刷関連製造業 100.0 39.8 60.2 －

化学製品等製造業 100.0 57.9 42.1 －

ゴム・革製品等製造業 100.0 29.4 70.6 －

窯業・土石製造業 100.0 40.8 59.2 －

鉄鋼業等製造業 100.0 36.9 63.1 －

金属製品製造業 100.0 30.2 69.8 －

一般機械器具製造業 100.0 31.5 68.5 －

電気機械器具等製造業 100.0 46.3 53.7 －

輸送用機械器具製造業 100.0 45.8 54.2 －

その他製造業 100.0 30.2 69.8 －

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 85.9 14.1 －

情報通信業 100.0 53.2 46.8 －

運輸業，郵便業 100.0 49.2 50.8 －

卸売業，小売業 100.0 46.6 53.0 0.4

卸売業 100.0 54.6 45.4 －

小売業 100.0 40.8 58.6 0.6

金融業，保険業 100.0 89.6 10.4 －

不動産業，物品賃貸業 100.0 54.7 45.3 0.0

学術研究，専門・技術サービス業 100.0 39.3 60.7 0.1

学術・開発研究機関 100.0 72.6 26.4 1.0

専門サービス業 100.0 43.7 56.3 －

広告業 100.0 38.0 62.0 －

技術サービス業 100.0 33.4 66.6 －

宿泊業，飲食サービス業 100.0 34.1 65.9 －

宿泊業 100.0 34.2 65.8 －

飲食店 100.0 33.5 66.5 －

飲食サービス業 100.0 40.9 59.1 －

生活関連サービス業，娯楽業 100.0 46.0 54.0 0.0

洗濯・理容・美容・浴場業 100.0 30.8 69.2 －

その他の生活関連サービス業 100.0 66.1 33.9 －

娯楽業 100.0 49.0 51.0 0.0

教育，学習支援業 100.0 46.1 53.9 －

医療，福祉 100.0 50.1 48.9 1.0

複合サービス事業 100.0 83.1 16.9 －

サービス業（他に分類されないもの） 100.0 49.4 50.1 0.5

廃棄物処理業 100.0 38.1 61.9 －

自動車整備業 100.0 33.9 66.1 －

機械等修理業 100.0 42.5 57.5 －

職業紹介・労働者派遣業 100.0 58.9 41.1 －

その他の事業サービス業 100.0 56.2 42.5 1.3

政治・経済・文化団体 100.0 61.4 38.6 －

宗教 100.0 18.3 81.5 0.2

その他のサービス業 100.0 55.1 44.9 －

事業所規模

500人以上 100.0 94.2 5.8 0.0

100～499人 100.0 82.9 17.1 0.0

30～99人 100.0 62.6 37.4 0.0

５～29人 100.0 41.5 58.2 0.3

30人以上（再掲） 100.0 67.2 32.8 0.0

労働組合の有無

あり 100.0 81.8 17.8 0.5

なし 100.0 37.0 62.9 0.2

第７表　子の看護休暇制度の規定の有無別事業所割合
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1日～
5日

6日～
10日

11日～
15日

16日～
20日

21日
以上

その他 不明

総　数 100.0 36.0 (100.0) (91.7) (2.7) (0.3) (0.1) (1.3) (4.0) (0.0) 63.7 0.3

産　業

鉱業，採石業，砂利採取業 100.0 38.1 (100.0) (98.8) (0.6) (－) (－) (－) (0.6) (－) 61.9 －

建設業 100.0 25.9 (100.0) (89.3) (6.3) (－) (0.6) (0.1) (3.7) (0.1) 73.2 0.8

製造業 100.0 28.7 (100.0) (95.9) (0.4) (0.3) (0.2) (1.2) (2.0) (－) 71.3 0.1

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 85.2 (100.0) (96.8) (－) (－) (－) (1.0) (2.2) (－) 14.8 －

情報通信業 100.0 56.5 (100.0) (92.0) (4.3) (－) (－) (2.9) (0.8) (－) 43.5 －

運輸業，郵便業 100.0 41.2 (100.0) (91.8) (5.4) (0.2) (－) (0.2) (2.3) (－) 58.4 0.4

卸売業，小売業 100.0 34.6 (100.0) (91.0) (1.5) (0.1) (－) (0.5) (7.0) (－) 65.4 －

金融業，保険業 100.0 68.0 (100.0) (90.2) (2.9) (0.3) (－) (4.1) (2.4) (－) 30.8 1.2

不動産業，物品賃貸業 100.0 44.9 (100.0) (95.0) (4.6) (－) (－) (－) (0.4) (－) 55.1 －

学術研究，専門・技術サービス業 100.0 35.7 (100.0) (97.4) (2.0) (0.3) (0.1) (0.1) (0.2) (－) 64.3 0.1

宿泊業，飲食サービス業 100.0 21.2 (100.0) (79.2) (7.0) (0.6) (－) (7.1) (6.1) (－) 77.6 1.2

生活関連サービス業，娯楽業 100.0 34.6 (100.0) (89.2) (5.7) (－) (－) (1.1) (4.0) (－) 65.4 0.0

教育，学習支援業 100.0 40.4 (100.0) (91.9) (1.5) (－) (－) (3.2) (3.4) (－) 59.3 0.3

医療，福祉 100.0 28.7 (100.0) (88.7) (0.6) (2.1) (－) (－) (8.5) (－) 71.3 －

複合サービス事業 100.0 82.6 (100.0) (98.7) (－) (－) (－) (0.1) (1.1) (－) 17.4 －

サービス業（他に分類されないもの） 100.0 40.1 (100.0) (93.4) (2.5) (0.0) (0.1) (1.9) (2.0) (－) 59.0 0.9

事業所規模

500人以上 100.0 81.0 (100.0) (95.8) (2.4) (0.3) (0.3) (0.2) (1.1) (－) 19.0 －

100～499人 100.0 62.8 (100.0) (93.1) (2.5) (0.6) (0.1) (0.8) (2.9) (0.1) 37.2 0.0

30～99人 100.0 48.5 (100.0) (91.2) (1.9) (1.2) (0.2) (1.4) (4.1) (－) 51.2 0.3

５～29人 100.0 32.4 (100.0) (91.7) (2.9) (0.0) (0.0) (1.3) (4.0) (－) 67.2 0.4

30人以上（再掲） 100.0 51.9 (100.0) (91.8) (2.0) (1.0) (0.2) (1.2) (3.7) (0.0) 47.9 0.2

労働組合の有無

あり 100.0 66.9 (100.0) (91.8) (2.9) (0.1) (0.1) (2.0) (3.2) (0.0) 32.2 0.9

なし 100.0 28.0 (100.0) (91.7) (2.6) (0.4) (0.0) (0.9) (4.5) (－) 71.8 0.2

第８表　配偶者出産休暇制度の有無及び取得可能日数別事業所割合

事業
所計

制度あり

取得可能日数

制度
なし

不明
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